
萩
藩
中
期
の
山
代
紙

田
 
中
 
誠
 
二

 
 
 
は
じ
め
に

 
本
稿
は
、
酒
神
中
期
の
山
代
請
紙
制
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
紙
は
米
と
並
ん
で
、
前
期
と
中
期
の
萩
藩
財
政
を
支

え
た
二
大
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
動
向
は
藩
財
政
と
密
接
な
関
連
を
有
し
た
。

 
山
代
請
締
着
は
、
田
方
・
遺
方
・
十
方
の
本
所
務
(
本
年
貢
)
を
紙
で
納
入

す
る
と
い
う
特
異
な
徴
租
磨
翌
ﾆ
、
紙
の
専
売
制
が
重
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

そ
の
複
雑
で
特
異
な
制
度
の
本
質
の
解
明
は
、
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研

 
 
 

究
』
以
来
、
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。

 
本
稿
の
課
題
は
、
前
期
山
代
請
極
悪
理
解
を
前
提
に
、
中
期
の
山
代
請
紙
制

の
展
開
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
御
薗
生
の
研
究
を
一
歩
で
も
進
め
る
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、
並
行
し
て
検
討
し
て
い
る
藩
財
政
と
の
関
係
の
解
明
に
あ
る
。

前
期
山
代
頸
紙
制
の
概
要

 
山
代
請
紙
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
、

ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

 
 
 
 

前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
が
、

要
約
す
れ

 
第
一
に
、
慶
長
十
二
年
(
一
六
〇
七
)
の
三
井
検
地
に
よ
り
、
山
代
で
は
大

量
の
小
成
物
(
有
用
樹
木
)
が
石
盛
を
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
楮
で
あ
っ
た
。

楮
一
釜
が
、
一
斗
三
升
に
石
盛
を
さ
れ
、
他
の
母
方
と
同
じ
く
、
高
一
石
に
銀

一
〇
匁
を
収
納
し
た
(
楮
一
挙
に
銀
一
匁
三
分
の
収
納
、
米
一
石
1
1
＝
二
.
 
七

匁
の
和
市
。
○
・
＝
霊
寺
×
一
〇
匁
1
1
一
・
三
匁
)
。
三
井
検
地
は
、
七
ツ
三

分
成
の
検
地
で
あ
っ
た
。
三
井
検
地
で
の
産
物
へ
の
注
目
度
は
高
く
、
楮
.
 
塩
.
 

漁
獲
な
ど
中
世
の
達
成
を
取
り
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
井
検
地
で

の
山
代
蔵
入
石
高
は
、
二
万
石
で
あ
っ
た
。

 
第
二
に
、
寛
永
二
年
(
一
六
二
五
)
の
熊
野
検
地
で
は
、
楮
一
転
が
高
一
斗

九
升
に
石
盛
を
さ
れ
、
高
一
石
に
六
・
八
五
匁
を
収
納
し
た
(
楮
一
疋
に
銀
一

匁
三
分
の
収
納
、
米
一
石
1
1
一
三
・
七
匁
の
和
市
と
二
〇
匁
の
和
市
の
併
存
。
○
.
 

一
九
石
×
六
・
八
五
匁
1
1
銀
一
・
三
匁
)
。
熊
野
検
地
は
、
五
ツ
成
の
検
地
で
あ
っ

た
。
山
代
は
全
域
蔵
入
に
編
入
さ
れ
、
石
高
は
四
万
八
○
○
○
石
余
。

 
第
三
に
、
寛
永
五
年
に
山
代
楮
究
が
行
わ
れ
た
。
楮
一
釜
は
三
斗
一
升
に
石

盛
を
さ
れ
、
石
高
一
石
に
一
〇
匁
が
収
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
楮
一
己
に

三
匁
一
分
の
収
納
、
米
一
石
1
1
二
〇
匁
の
和
市
。
○
・
三
一
石
×
一
〇
匁
1
1
三
.
 

二
七



一
匁
)
。
こ
の
楮
究
の
「
御
帳
面
楮
」
は
、
七
万
二
〇
〇
〇
釜
で
あ
っ
た
(
碁

石
に
し
て
二
万
二
三
二
〇
石
)
。
こ
こ
に
そ
れ
ま
で
の
小
成
物
の
一
種
と
し
て

の
楮
か
ら
、
山
代
に
固
有
の
楮
石
(
畠
方
小
成
物
の
一
種
か
ら
楮
方
の
成
立
へ
)

が
成
立
し
た
。
こ
れ
を
前
提
に
寛
永
七
年
頃
、
山
代
紙
の
「
御
買
上
」
(
専
売
)

が
始
ま
り
、
田
方
・
畠
方
・
楮
方
の
本
所
務
(
本
年
貢
)
を
紙
で
収
納
す
る
(
紙

年
貢
)
山
代
請
紙
制
が
成
立
し
た
。
寛
永
二
〇
三
分
の
山
代
石
高
は
五
万
七
二

入
六
石
、
こ
の
物
成
辻
は
七
〇
〇
貫
目
と
見
積
ら
れ
、
そ
っ
く
り
江
戸
出
費
に

引
き
当
て
ら
れ
る
、
藩
財
政
の
二
大
柱
(
米
と
紙
)
の
一
つ
と
な
っ
た
。
正
保

三
年
(
一
六
四
六
)
仕
組
(
給
領
の
二
割
上
知
)
の
間
は
、
大
坂
運
送
米
五
万

石
、
大
坂
運
送
山
代
紙
二
万
丸
が
標
準
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
第
四
に
、
承
応
二
年
(
一
六
五
三
)
の
予
算
大
綱
で
は
、
山
代
石
高
五
万
九

九
入
○
石
、
諸
引
窓
(
自
判
・
庄
屋
給
な
ど
の
年
貢
控
除
高
)
四
五
四
石
を
引

い
て
、
現
高
(
年
貢
基
準
高
)
は
田
方
二
万
四
二
六
五
石
・
畠
方
一
万
二
二
〇

六
石
・
楮
方
二
万
三
〇
五
五
石
で
あ
る
。
田
方
は
四
ツ
物
成
と
口
器
合
わ
せ
て

約
一
万
石
を
山
代
定
和
市
の
三
石
替
(
銀
一
〇
〇
敢
闘
米
三
石
、
す
な
わ
ち
米

一
石
1
1
三
三
二
二
匁
)
で
三
三
三
・
三
貫
目
、
畠
方
は
石
高
一
石
に
銀
一
〇
匁

の
畠
銀
＝
一
・
四
貫
目
、
楮
方
は
楮
石
一
石
に
銀
一
〇
匁
の
楮
銀
二
一
ゴ
ニ
・

三
貫
目
、
合
計
六
六
八
貫
目
が
こ
の
時
点
で
の
山
代
本
所
務
で
あ
る
。
こ
こ
ま

で
は
石
高
計
算
で
あ
り
、
か
つ
田
方
は
米
納
(
寛
永
検
地
以
降
は
五
ツ
成
の
と

こ
ろ
、
山
代
の
石
高
が
異
常
に
高
い
の
で
、
四
ツ
成
に
抑
え
て
あ
る
)
、
畠
方
・

楮
方
は
銀
納
(
一
部
免
違
い
が
あ
る
が
、
石
高
一
石
に
銀
一
〇
匁
の
貫
徹
)
と

い
う
収
納
磨
翌
ﾉ
基
づ
い
て
い
る
。
石
高
制
の
徹
底
し
た
活
用
で
あ
る
。
図
(
1
)

を
参
照
。

 
右
の
積
算
し
た
本

所
務
六
六
入
貫
目

を
、
根
銀
価
格
(
こ

の
時
点
で
は
一
丸
1
1

銀
三
〇
匁
)
で
「
御

買
上
」
に
な
る
(
紙

で
払
え
)
、
と
い
う

の
が
山
代
増
量
制
の

核
心
で
あ
る
。
た
だ
、

承
応
元
・
二
年
は
楮

不
熟
に
よ
り
、
二
万

丸
の
根
石
六
〇
〇
貫

目
を
紙
で
収
納
し
大

坂
に
運
送
・
売
却
す

る
。
根
嚢
価
格
の
二

割
五
分
が
藩
の
売
却

益
(
「
御
売
上
り
銀
」
)

取
り
分
で
あ
る
。

売
上
り
銀
」

二
八

図(1)承応2年(1653)モデルと万治元年(1658)モデル

石高計算

  山代添石共＝59980石

    灘署石｛羅難 06石隙k)囎 万石

  山代本所務

    山代にて売米代銀(米1万石)333. 3貫目  ※山代定和市3石替(米1石＝33，3匁)

    山代畠銀(目方現高×10匁) 11L4貫目

    山代楮銀(宿直現高×10匁)223. 3貫目

               計668貫目

く承応2年モデル(1丸当たり)＞
           30 37. 5 40. 5

    根銀簾ユ＿灘;代 根 
※出典:毛利家文庫継立原書11「御両国御蔵入物成を以指引物付立」(承応2年4月1日)

＜万治1年モデル(1丸当たり)＞

           30 42
売上り12匁
(4割買切)根銀1丸30匁

出典:毛利家文庫遠用物近世前期898「当職手元役児玉就辰書状」(万治元年9月28日)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
見
込
ま
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
同
一
割
が
紙
座
商
人
の

 
 
 
 
 
 
 
一
丸
当
た
り
で
い
え
ば
、
根
銀
三
〇
匁
(
本
所
務
分
)
、
「
御

 
 
 
 
 
(
藩
の
売
却
益
)
七
・
五
匁
、
紙
座
取
り
分
三
匁
と
な
り
、
合
計
四
〇
・

五
匁
が
大
坂
で
の
売
却
値
段
で
あ
る
。
こ
の
年
は
楮
不
熟
と
大
坂
の
紙
価
格
の

不
調
に
よ
り
、
大
坂
運
送
紙
は
二
万
丸
・
「
御
売
上
り
二
割
半
」
に
止
ま
っ
た
が
、



明
暦
三
～
万
治
元
年
(
一
六
五
七
・
八
)
こ
ろ
は
、
大
坂
廻
雲
高
二
型
四
〇
〇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
丸
・
「
御
売
上
り
四
割
」
と
な
っ
た
。
図
(
1
)
の
一
丸
当
た
り
の
モ
デ
ル

を
参
照
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
明
暦
・
万
治
頃
に
は
、
「
御
売
上
り
四
割
」

と
大
坂
幽
暗
二
万
四
〇
〇
〇
丸
が
定
着
し
た
と
み
て
よ
い
。

 
も
う
一
つ
提
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
「
御
帳
尊
志
」
で

あ
る
。
寛
永
五
年
の
山
代
楮
究
で
の
「
御
帳
面
楮
」
は
、
慶
安
四
年
(
一
六
五

 
 
 
 
 
ら
 

一
)
の
史
料
に
「
先
年
よ
り
楮
忌
数
七
万
弐
千
余
之
御
定
に
て
、
一
釜
三
匁
一

分
之
御
調
仕
来
候
」
と
あ
る
も
の
で
あ
り
、
楮
検
地
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「
御

帳
面
楮
」
は
、
山
代
請
紙
の
根
帳
簿
で
あ
り
、
目
標
・
ノ
ル
マ
で
あ
る
。
承
応

二
年
の
楮
銀
二
二
三
貫
三
〇
〇
匁
を
、
楮
一
釜
の
収
納
三
匁
一
分
で
割
る
と
七

万
二
〇
三
二
釜
と
な
り
、
帳
面
楮
の
数
と
一
致
す
る
。
右
の
帳
面
楮
七
万
二
〇

〇
〇
釜
は
、
一
丸
1
1
三
・
〇
七
釜
漉
き
な
ら
二
万
三
四
五
二
丸
、
三
百
漉
き
な

ら
二
六
四
〇
〇
〇
丸
と
な
る
。
こ
の
数
字
に
先
ほ
ど
の
根
銀
一
丸
1
1
三
〇
匁
を

乗
ず
る
と
、
七
〇
三
・
五
六
貫
目
、
約
七
〇
〇
貫
目
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
御

帳
面
楮
」
は
、
ノ
ル
マ
(
労
働
の
基
準
量
)
で
あ
り
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
(
政
策

指
針
・
指
導
目
標
)
で
あ
る
。
帳
面
楮
・
二
二
・
〇
七
×
根
銀
三
〇
匁
.
 
一
.
 
一
〇
〇

〇
1
1
七
〇
〇
貫
目
の
数
式
が
立
つ
。
田
方
物
成
米
の
山
代
定
和
市
に
よ
る
再
投

下
代
銀
、
畠
銀
、
楮
銀
の
積
算
で
あ
る
本
所
務
は
、
「
御
帳
面
楮
」
か
ら
の
計

算
と
一
致
す
る
は
ず
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
石
高
.
 
収
納

か
ら
す
る
計
算
と
、
「
御
帳
面
楮
」
か
ら
す
る
計
算
が
、
大
ま
か
に
は
一
致
す

る
と
の
想
定
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
寛
保
三
年
(
一
七
四
三
)

に
行
わ
れ
た
、
そ
の
時
点
で
一
万
五
五
〇
〇
石
あ
っ
た
楮
石
の
「
宥
免
」
(
楮

石
は
畠
へ
の
二
重
年
貢
と
認

識
さ
れ
て
い
た
)
を
可
能
に

し
た
。
秩
乱
ﾎ
を
解
消
し
て
も
、

「
御
帳
面
楮
」
さ
え
押
え
て

お
け
ば
、
請
紙
制
は
維
持
さ

れ
る
。

 
「
御
帳
面
戸
」
の
変
遷
は

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
最
初

の
寛
永
五
年
楮
究
(
検
地
)

の
七
万
二
〇
〇
〇
釜
が
最
も

高
く
、
そ
の
改
定
は
寛
文
七

年
(
一
六
六
七
)
の
六
万
一

六
一
四
釜
、
貞
享
検
地
(
一

六
八
七
)
の
六
万
二
三
七
〇

 
 
 釜

で
あ
り
、
お
お
よ
そ
二
万

丸
と
見
れ
ば
よ
い
。
元
禄
十

年
(
一
六
九
七
)
の
骨
堂
は
、

帳
面
楮
の
六
万
二
三
七
〇
釜

(
こ
の
頃
標
準
の
一
丸
1
1
三
.
 

〇
七
釜
漉
き
で
二
万
〇
一
三

六
丸
)
は
変
え
ず
に
、
墨
画

を
五
万
釜
(
一
万
六
二
八
七

図(2) 寛文9年分山代紙見積り

寛文9. 3. 12「山代大目積覚」        寛文9. 7. 21「山代当内積覚」 寛文10. 5. 21「寛文九年分植立紙代三井断銀付立」

御用土量御遺物紙代銀 52，5貫目、 御用紙          773丸・50. 4貫目

i松村長介売紙     2500丸・102貫目

本所務633. 4貫目

'山代田方物成代銀立用

＠  320貫目
R代銀成(畠銀・楮銀)立用

A  313. 4貫目

                630貫目

芬O世の内物成銀立用 577. 5貫目ノ

御重大黒屋善四郎鼠紙26026丸・967. 372貫目

Xi内角鰹分 
?本所三分舗1592・丸・6225貫目

断銀

R90，76貫目

'買三代       75貫目

ｹ具・灰代      30〃
n下買米代3500石   195〃

ｬ払銀       36〃
y走銀       12. 9〃

O二銀(古着代)  41. 86〃

断銀 422. 5貫目

＠買米3600石(1石＝50匁)    180貫目

＠買楮代銀引当         120〃
＠釜灰道具代銀          30〃

＠地下小遣銀引当        17. 1〃

＠地下馳走銀          12. 9〃

＠過上銀(古着買引当)     62. 5〃

i 御断銀度々申請分
?        13379丸・497. 26貫目i      先御買物方    80貫目…       御回平方    155〃

薗f銀出資元 御三米方     21〃
?     浮三方                44〃
G      当日買物方    162〃;       御漏子方     35〃

i
ノ合計1024. 16貫目

合計1052. 5貫目
合計29299丸・1119，77425貫目

二
九

1119，77425貫目

(1丸≒38. 2匁)



丸
)
と
し
、
二
四
・
七
四
％
の
三
二
(
か
づ
き
こ
う
ぞ
)
を
設
定
し
た
。
被
楮

の
部
分
は
増
漉
き
と
位
置
付
け
ら
れ
、
買
楮
代
・
楮
尼
崎
飯
米
な
ど
の
増
仕
入

が
投
資
さ
れ
た
。

 
第
五
に
、
寛
文
九
年
(
一
六
六
九
)
の
山
代
請
紙
制
の
実
態
は
、
図
(
2
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヱ

の
ご
と
く
で
あ
る
。
寛
文
九
年
三
月
十
二
日
の
「
山
代
大
目
積
覚
」
(
「
山
代
例

年
御
所
務
辻
を
以
、
大
も
く
ろ
ミ
煤
洛
潤
v
と
あ
る
)
で
は
、
「
山
代
田
方
物
成

代
銀
着
用
」
三
二
〇
貫
目
(
山
代
田
方
物
成
を
山
代
定
和
市
三
石
替
で
地
元
に

「
御
仕
入
」
、
つ
ま
り
売
却
す
る
代
銀
で
、
一
旦
収
納
し
た
米
を
紙
収
納
の
度
々

に
「
売
」
り
渡
す
。
米
額
を
逆
算
す
る
と
九
六
〇
〇
石
で
、
山
代
田
方
物
成
に

近
似
す
る
)
と
「
山
代
銀
成
之
分
立
用
」
(
畠
銀
と
楮
銀
)
三
＝
二
・
四
貫
目

の
合
計
は
、
六
三
三
・
四
貫
目
と
な
り
、
こ
れ
が
本
所
務
で
あ
り
、
事
納
紙
と

し
て
決
済
さ
れ
る
。
一
方
、
「
断
銀
」
(
仕
置
銀
か
ら
の
投
資
で
、
「
断
紙
」
で

決
済
さ
れ
る
。
増
仕
入
・
増
漉
き
に
当
た
る
)
は
、
買
苗
代
(
八
月
に
必
要
な

他
国
楮
を
買
う
準
備
銀
)
七
五
貫
目
、
道
具
・
岩
代
(
入
月
に
必
要
な
煮
凝
ほ

か
の
道
具
代
)
三
〇
貫
目
、
「
地
下
買
米
代
」
三
五
〇
〇
諸
分
(
八
月
・
十
一

月
に
半
々
で
必
要
な
紙
修
補
・
紙
漉
飯
米
代
、
地
下
相
場
一
石
八
斗
替
)
一
九

五
貫
目
、
小
払
銀
三
六
貫
目
、
馳
走
銀
一
二
・
九
貫
目
、
過
上
貫
(
古
着
を
買

い
与
え
る
)
四
一
・
八
六
貫
目
、
合
計
三
九
〇
・
七
六
貫
目
で
あ
る
。
本
所
各

戸
六
三
三
・
一
貫
目
と
「
断
銀
」
三
九
〇
・
七
六
貫
目
を
合
わ
せ
る
と
一
〇
二

四
・
一
六
貫
目
と
な
り
、
本
所
務
分
は
全
体
の
六
一
・
八
％
と
な
る
。

 
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
本
所
務
は
田
方
物
成
売
却
代
銀
・
畠
銀
・
楮
銀
の

積
算
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
田
方
物
成
を
山
代
定
和
市
三
石
替
(
米
一
石

三
〇

1
1
銀
三
三
・
三
匁
)
に
し
て
地
元
に
「
売
」
っ
て
い
る
こ
と
、
山
代
田
方
石
高

は
紙
を
収
納
す
る
目
的
で
異
常
に
高
く
設
定
し
て
あ
り
、
他
郡
の
よ
う
に
五
ツ

成
の
収
納
は
無
理
で
四
ツ
成
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
た
こ
と
、
山
代
定
和
市
は
延

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宝
三
年
(
一
六
七
五
)
に
二
石
婦
斗
替
(
米
一
石
1
1
三
八
・
四
六
匁
)
に
改
定

さ
れ
る
ま
で
三
石
替
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
、
地
下
相
場
と
の
問
で
大
き
な
逆

鞘
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、
増
漉
き
の
仕
入
米
は
地
下
相
場
(
こ
の
時
点
で
一
石

八
斗
替
、
す
な
わ
ち
米
一
石
1
1
銀
五
五
・
五
匁
)
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「
造
畢
」
の
中
身
で
重
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
山
代
農
民
の
飯
米
は
、
田
方
物
成

の
買
米
(
「
御
仕
入
米
」
)
だ
け
で
は
不
足
し
て
お
り
、
紙
修
補
飯
米
・
紙
漉
き

飯
米
と
し
て
三
五
〇
〇
石
も
の
他
宰
判
か
ら
の
移
入
米
を
必
要
と
し
て
い
た
こ

と
、
過
上
銀
が
出
た
と
き
の
み
古
着
を
買
い
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
(
以
上
農

民
の
再
生
産
部
分
の
不
足
)
、
紙
の
増
漉
き
に
は
地
雨
の
み
で
は
不
足
し
て
お

り
、
こ
の
頃
は
他
国
楮
を
移
入
し
て
い
た
こ
と
、
道
具
代
・
灰
代
や
小
払
、
馳

走
銀
(
付
加
税
の
一
つ
)
な
ど
の
必
要
経
費
・
雑
税
が
本
所
務
で
は
認
め
ら
れ

ず
、
「
断
銀
」
で
補
充
す
る
し
が
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
山
代
農
民
は
、

再
生
産
部
分
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
公
課
紙
を
超
え
て
蚕
紙
を
増
漉
き
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。

 
さ
て
六
万
一
七
〇
〇
釜
(
こ
れ
は
寛
文
七
年
改
定
の
帳
面
楮
で
あ
る
。
「
製

紙
録
」
の
寛
文
七
年
帳
面
楮
六
万
一
六
一
四
釜
と
一
致
)
を
一
丸
1
1
二
三
五
把

漉
き
(
こ
れ
は
無
茶
な
計
算
で
、
市
場
で
は
薄
紙
と
し
て
嫌
わ
れ
た
に
違
い
な

い
。
元
禄
期
に
は
一
丸
⊥
二
・
〇
七
釜
漉
き
が
標
準
で
あ
る
)
で
二
万
庶
六
八

○
丸
、
買
血
に
よ
る
増
漉
き
分
三
〇
〇
〇
丸
、
計
二
万
七
六
八
○
丸
と
見
積
っ



て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
の
一
〇
二
四
・
一
六
貫
目
を
こ
の
二
万
七
六
八
○
丸
で
割

る
と
、
一
丸
⊥
二
七
匁
丁
度
の
根
銀
が
出
る
。
石
高
・
収
納
の
側
か
ら
の
計
算
、

す
な
わ
ち
田
方
物
成
の
売
却
代
銀
・
畠
銀
・
楮
銀
の
積
算
(
本
所
務
分
)
に
「
断

銀
」
を
合
わ
せ
た
合
計
銀
額
が
、
帳
面
楮
の
側
か
ら
の
計
算
、
す
な
わ
ち
六
万

一
七
〇
〇
釜
(
二
・
五
三
漉
き
で
論
罪
四
六
八
○
丸
)
と
買
楮
に
よ
る
三
〇
〇

〇
丸
と
の
合
計
二
万
七
六
八
○
丸
に
根
銀
一
丸
1
1
三
七
匁
を
乗
じ
た
額
が
ぴ
っ

た
り
一
致
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
寛
文
九
年
七
月
二
十
一
日
の
「
山
代
当
内
積
覚
」
で
は
、
三
月
の
目
積
を
若

干
修
正
し
て
い
る
。
公
納
紙
(
本
所
二
分
)
は
六
三
〇
貫
目
、
内
「
御
用
紙
井

御
遣
物
紙
代
銀
」
五
二
・
五
貫
目
で
あ
る
。
内
数
の
記
載
は
、
藩
の
御
用
紙
と

贈
答
用
の
上
質
紙
で
あ
り
単
価
の
高
い
部
分
で
あ
る
。
「
断
銀
」
(
増
戸
入
曽
)
は
、

買
米
三
六
〇
〇
石
代
銀
(
二
石
替
、
す
な
わ
ち
米
一
石
1
1
銀
五
〇
匁
)
一
八
○

貫
目
、
買
楮
代
銀
引
当
(
八
月
末
)
一
二
〇
貫
目
、
釜
灰
道
具
代
銀
(
八
月
末
)

三
〇
貫
目
、
地
下
小
遣
銀
引
当
(
八
月
末
)
一
七
・
一
貫
目
、
地
下
馳
走
銀
(
十

一
月
)
一
二
・
九
貫
目
、
過
上
銀
(
古
着
買
上
引
当
)
六
二
・
五
貫
目
、
以
上

四
二
二
・
五
貫
目
で
あ
る
。
本
所
薄
型
六
三
〇
貫
目
と
「
断
銀
」
四
二
二
・
五

貫
目
の
合
計
は
、
一
〇
五
二
・
五
貫
目
と
な
り
、
三
月
の
目
積
よ
り
二
八
貫
目

余
増
え
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
、
あ
く
ま
で
見
積
り
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

 
寛
文
十
年
五
月
二
十
一
日
「
寛
文
九
年
分
漉
立
紙
代
銀
井
断
銀
付
立
」
で
は
、

公
湿
式
は
、
御
用
紙
墨
〇
・
四
貫
目
(
七
七
三
丸
)
、
松
村
長
介
売
紙
一
〇
二

貫
目
(
二
五
〇
〇
丸
、
萩
町
人
に
よ
る
萩
売
紙
)
、
大
黒
屋
善
四
郎
売
紙
の
う

ち
公
立
紙
代
銀
四
七
〇
貫
目
余
(
一
万
二
六
四
七
丸
相
当
、
京
町
遠
大
黒
屋
に

54. 2       63
 ココ    ココロロのロロリ
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本所務売却益

(売上り4割と

菰付銀1匁)

帯紙売却益

(売上り4割と

菰付銀1匁)

本所純分＝根絶

622. 51貫目 田方物成銀

      山代二成

       (出語と楮銀)

公納紙 15920丸(54. 3％)

断銀＝仕置銀からの投資

 497. 26貫目

台紙 13379丸(45. 5％)

  合計 29299丸・1119. 77貫目

出典 益田家文書18-3「山代代官粟屋就政覚」(寛文8年)

   益田家文書17-1「寛文九年分漉立紙代銀井断銀付立」

                        (寛文10年5月21日)

   益田家文書17-1「寛文九年分山代漉立紙皆済付立」

                        (寛文10年5月28日)

よ
る
大
坂
売
紙
)
の
計
量
二
二
・
五
貫
年
余
で
あ
る
。
「
断
銀
」
(
断
紙
)
は
、

四
九
七
・
二
六
貫
目
(
＝
壬
二
七
九
丸
相
当
)
で
全
額
仕
置
銀
に
よ
る
出
資
で

あ
り
、
大
黒
屋
大
坂
売
紙
で
あ
る
。
公
納
紙
代
銀
と
断
銀
の
合
計
は
一
一
一
九
.
 

七
七
貫
目
余
、
直
納
紙
・
断
紙
の
合
計
は
二
万
九
二
九
九
丸
で
あ
る
。
本
所
才

分
の
割
合
は
五
五
・
六
％
で
、
見
積
り
の
六
三
〇
～
六
三
三
貫
目
か
ら
若
干
減

少
し
、
断
銀
が
か
な
り
増
加
し
て
い
る
。
一
丸
⊥
二
八
匁
が
根
銀
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
断
銀
が
全
額
仕
置
銀
か
ら
出
資
さ
れ
て
い
る
の
が
当
該
期
の
特
徴

で
あ
り
、
仕
置
銀
は
藩
主
裁
量
の
特
別
会
計
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
寛
文
十
年
五
月
二
十
八
日
の
「
寛
文
九
年
分
山
代
漉
立
紙
皆
済
付
立
」
は
、

ゴ
ニ



皆
済
一
紙
で
あ
る
。
御
用
紙
七
七
三
丸
(
五
〇
貫
目
余
)
・
松
村
長
介
立
紙
二

五
〇
〇
丸
(
一
〇
〇
貫
目
余
)
・
大
黒
屋
重
書
二
万
六
一
八
六
丸
(
九
七
一
貫

目
余
、
御
用
紙
・
萩
売
紙
以
外
の
公
納
紙
代
銀
と
断
銀
)
、
合
計
二
万
九
四
五

九
丸
(
一
一
二
二
・
・
七
五
貫
目
)
で
あ
る
。
一
丸
1
1
三
八
匁
の
根
雨
設
定
で
あ

る
。
根
銀
の
「
御
売
上
り
四
割
」
と
菰
百
千
(
余
慶
で
あ
る
)
一
匁
で
構
成
さ

れ
る
売
却
益
が
加
わ
っ
て
、
一
丸
当
た
り
五
四
・
二
匁
が
早
取
り
分
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

外
に
「
山
代
覚
書
」
に
出
て
く
る
紙
座
取
り
分
の
＝
割
」
(
三
・
入
端
)
と

二
身
銀
五
匁
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
全
体
で
一
丸
1
1
六
三
匁
の
売
値
と
な

る
。
全
体
は
、
図
(
3
)
の
寛
文
九
年
モ
デ
ル
と
な
り
、
公
納
紙
(
本
所
務
分
)

と
断
言
の
根
銀
と
「
御
売
上
り
銀
」
(
売
上
り
四
割
と
焼
付
銀
か
ら
な
る
売
却
益
)

は
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。
藩
の
取
り
分
は
、
本
所
務
と
同
売
却
益
、
そ
れ
に
断

紙
の
売
却
益
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
断
銀
は
投
資
分
(
差
引
損
徳
な
し
)
で
あ
り

回
収
さ
れ
、
同
売
却
益
の
み
が
純
益
で
あ
る
。

 
以
上
が
前
期
山
代
請
紙
制
の
概
要
で
あ
り
、
次
章
の
中
期
薫
紙
制
理
解
の
前

提
と
な
る
。二

 
中
期
の
山
代
請
紙
制

 
中
期
山
代
罫
紙
制
は
、
貞
享
検
地
(
一
六
暗
唱
)
の
石
高
と
帳
面
楮
が
起
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

と
な
る
。
「
下
村
弥
三
右
衛
門
手
拍
」
記
載
の
貞
享
検
地
楮
石
一
万
九
三
五
一
・

九
七
石
(
一
釜
闘
○
・
＝
二
士
で
あ
る
か
ら
六
万
二
四
二
六
釜
)
と
、
「
製
紙
録
」

 
 
む
 

記
載
の
山
代
楮
方
物
成
銀
高
一
九
三
・
三
四
八
八
八
貫
目
(
一
瓶
1
1
三
・
一
匁

三
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収
納
だ
か
ら
六
万
二
三
七
〇
釜
)
が
一
致
す
る
。
「
製
紙
録
」
の
他
の
記
載
で
も
、

「
先
御
帳
面
六
万
弐
千
三
百
七
拾
選
書
」
と
あ
る
。
こ
の
帳
面
楮
は
、
寛
文
七

年
楮
改
の
六
万
一
六
一
四
釜
か
ら
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。

 
貞
享
検
地
前
後
の
山
代
紙
の
大
坂
で
の
景
気
(
売
却
動
向
)
を
見
て
お
く
。

寛
文
の
最
盛
期
に
は
、
大
坂
廻
道
二
面
五
、
六
〇
〇
〇
丸
、
売
上
り
五
割
に
面

付
銀
六
～
一
三
匁
も
あ
っ
た
も
の
が
、
延
宝
六
年
(
一
六
七
八
)
頃
に
は
売
れ

残
り
が
出
て
、
売
上
り
五
割
に
五
匁
引
き
(
元
値
を
一
丸
1
1
四
〇
匁
と
仮
定
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
と
、
売
上
り
四
割
を
切
る
)
で
売
っ
た
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
二
年
(
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

六
八
九
)
の
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
一
筆
令
啓
達
候
、
山
代
番
売
払
之
景
気
悪
敷
、
去
年
番
も
轟
轟
夏
迄
二
五

 
 
わ
り
十
匁
引
こ
し
て
、
代
銀
七
月
置
二
壱
万
三
千
余
売
払
、
大
分
之
御
公

 
 
損
、
(
下
略
)

 
 
然
者
道
可
義
者
御
存
之
通
先
年
昏
支
配
被
仰
雨
冷
へ
共
、
其
節
者
諸
国
之

 
 
脇
昏
等
も
多
無
帽
、
紙
は
や
り
め
の
時
分
二
重
、
近
年
者
陸
田
引
替
、
脇

 
 
番
も
大
分
二
相
成
不
景
気
之
時
分
に
て
、
時
節
相
違
之
儀
二
候
、

 
 
道
可
申
様
二
、
紙
之
儀
私
な
と
存
候
節
と
ハ
時
節
違
候
へ
共
、
山
代
需
之

 
 
儀
者
根
本
本
座
番
と
申
候
て
半
紙
之
頭
昏
之
儀
二
候
へ
者
、
今
以
本
座
昏
・

 
 
蔵
半
紙
な
と
・
申
候
て
無
隠
番
之
儀
候
処
、
か
や
う
二
は
や
捨
り
物
之
様

 
 
二
相
成
候
段
、
第
一
御
含
損
と
申
、
昏
支
配
著
者
も
迷
惑
成
書
二
候
、

 
 
三
人
之
呈
出
(
中
略
)
畢
寛
五
わ
り
ニ
ハ
売
立
可
申
と
の
う
て
あ
い
ニ
ハ

 
 
候
へ
共
、
五
わ
り
之
内
一
わ
り
口
銭
被
遣
筈
二
亭
主
、
正
味
上
納
旧
主
ハ

 
 
大
分
之
御
勝
手
と
も
不
相
見
、
(
下
略
)



 
元
禄
二
年
の
こ
の
記
事
で
も
、
山
代
紙
は
売
れ
残
り
、
五
割
に
一
〇
匁
引
き

(
元
値
を
四
三
匁
と
仮
定
す
る
と
、
二
六
・
七
％
上
り
に
し
か
な
ら
な
い
)
で

売
り
払
う
始
末
で
あ
る
。
万
治
・
寛
文
期
に
紙
座
に
関
つ
た
国
元
商
人
塩
田
屋

道
可
は
、
か
つ
て
山
代
紙
は
本
座
紙
と
い
わ
れ
半
紙
の
筆
頭
で
あ
っ
た
が
、
は

や
廃
り
物
と
な
っ
た
か
と
い
う
。
三
人
の
大
坂
商
人
は
、
五
割
上
り
の
内
一
割

の
口
銭
(
つ
ま
り
売
上
り
四
割
)
を
持
ち
か
け
て
い
る
。
山
代
紙
不
調
の
原
因

は
、
「
諸
国
之
脇
紙
」
が
半
紙
の
先
進
地
で
あ
っ
た
山
代
紙
に
追
い
付
い
て
き

た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
享
検
地
の
帳
面
楮
が
、
寛
文
七
年
の
そ
れ

と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
理
由
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。

 
貞
享
検
地
か
ら
一
〇
年
後
の
元
禄
十
年
(
一
六
九
七
)
に
、
楮
拝
が
行
わ
れ

 
 
 

た
。 

 
山
代
差
立
扇
面
依
人
大
分
之
不
同
有
之
、
御
紙
漉
立
干
ツ
ケ
敷
相
成
候
二

 
 
付
、
楮
拝
シ
諸
庄
屋
よ
り
望
出
、
元
禄
十
年
秋
地
下
拝
シ
被
仰
付
候
処
、

 
 
楮
壱
万
弐
千
釜
余
減
、
此
捨
り
楮
御
究
之
現
楮
江
割
付
か
つ
き
二
二
、
太

 
 
躰
御
帳
面
辻
無
相
違
様
二
被
仰
付
候
、
然
処
御
帳
面
よ
り
増
申
者
共
作
り

 
 
出
謡
講
被
召
取
、
其
上
弐
割
四
歩
九
章
か
つ
き
二
心
楮
買
足
、
御
紙
漉
出

 
 
シ
御
納
所
迄
相
整
候
(
下
略
)

 
こ
の
楮
拝
で
は
現
楮
を
五
万
釜
と
認
め
、
帳
面
楮
六
万
二
三
七
〇
釜
は
変
え

ず
、
差
額
の
一
万
二
〇
〇
〇
釜
余
(
五
万
釜
に
対
し
て
二
四
％
余
-
帳
面
楮
と

の
差
額
を
一
万
二
三
七
〇
釜
と
す
れ
ば
、
五
万
釜
に
対
し
て
二
四
・
七
四
％
)

を
被
楮
(
か
づ
き
こ
う
ぞ
)
と
し
た
。
出
惜
の
部
分
は
、
「
楮
買
足
」
し
て
、

増
漉
き
を
し
た
と
い
う
。
被
楮
の
部
分
は
、
前
期
の
断
紙
と
同
じ
く
増
漉
き
で

あ
る
か
ら
、
増
仕
入
(
楮
買
代
な
ど
)
を
必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
元
禄
十
一
年
か
ら
増
漉
紙
一
〇
〇
〇
丸
を
地
下
紙
と
し
て
認
め
、
さ
ら
に
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

十
三
年
か
ら
軒
別
五
把
楮
を
仕
立
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

 
 
漉
紙
冗
語
元
禄
十
一
年
分
よ
り
地
下
悩
二
野
仰
付
、
売
上
り
銀
を
以
東
夏

 
 
修
甫
飯
米
と
し
て
産
別
麦
壱
升
前
壷
遣
、
扱
又
牛
飯
買
せ
被
遣
候
得
共
、

 
 
牛
買
銀
行
足
浴
申
二
付
、
末
々
御
百
姓
心
遣
な
し
二
牛
求
候
様
二
沙
汰
仕
、

 
 
軒
別
楮
活
況
宛
仕
立
紙
二
漉
立
、
牛
長
銀
勘
定
仕
り
売
上
り
刃
針
呈
し
て

 
 
牛
町
仕
立
、
楮
苗
買
せ
先
キ
く
山
代
御
取
立
之
御
恵
ミ
被
仰
付
儀
二
候

 
こ
の
地
下
紙
一
〇
〇
〇
丸
は
、
増
漉
き
の
一
部
を
、
楮
修
補
飯
米
・
牛
買
銀

と
い
っ
た
必
要
経
費
に
充
て
る
も
の
と
し
て
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
軒
別
五
把

楮
も
、
増
漉
き
を
も
っ
て
牛
買
銀
・
楮
苗
買
代
・
芝
居
銭
・
医
者
取
立
て
銀
と

い
っ
た
必
要
経
費
に
充
て
る
目
的
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
元
禄
十
三
年
モ
デ
ル

が
登
場
す
る
。

 
 
一
銀
三
拾
六
貫
六
百
拾
匁

 
 
 
 
半
紙
八
百
五
拾
壱
丸

 
 
 
 
 
但
、
右
二
有
之
家
数
五
千
弐
百
三
拾
軒
分
、
軒
別
最
把
宛
目
し
て

 
 
 
 
 
楮
弐
千
六
百
拾
五
釜
有
之
筈
、
県
別
拾
四
匁
宛
之
漉
立
二
し
て
、

 
 
 
 
 
直
別
四
拾
三
匁
拝
湿
し
て
若
斯
、

 
 
一
同
拾
八
貫
三
百
五
匁

 
 
 
 
右
眼
紙
売
上
り
也
、
五
割
付
虚
し
て
、

 
 
 
以
上
五
拾
四
貫
九
百
拾
五
匁

 
 
 
 
 
 
内

三
三



三
拾
六
貫
六
百
拾
匁

 
但
、
右
之
紙
根
銀
手
取
分
、
牛
買
候
者
者
直
様
牛
買
銀
目
二
立
用

 
之
筈
、

拾
五
貫
目
程

 
但
、
山
代
中
人
数
三
万
人
置
有
之
二
三
、
壱
人
五
分
宛
こ
し
て
芝

 
居
銭
二
引
当
、
(
下
略
)

三
貫
三
百
五
匁

 
 
 
 
 
但
、
死
語
有
之
節
、
買
替
候
而
遣
候
代
銀
二
引
当
、

 
 
 
以
上
五
拾
四
貫
九
百
拾
五
匁

 
 
一
答
拾
弐
貫
七
百
五
(
六
)
拾
五
匁

 
 
 
 
但
、
半
紙
八
百
五
拾
壱
身
分
菰
付
馬
士
別
拾
五
匁

 
 
 
 
宛
引
当
、
若
此
豪
者
山
代
医
者
仕
立
(
下
略
)

 
ま
ず
、
軒
別
五
玉
臣
○
・
五
釜
を
五
二
一
二
〇
軒
に
乗
じ
て
、

二
六
一
五
釜
を
得
る
。
釜
別
一
四
匁
(
後
に
露
量
と
呼
ば
れ

る
)
が
丸
別
四
三
匁
に
な
る
の
だ
か
ら
、
一
丸
⊥
二
・
〇
七

釜
漉
き
で
あ
り
、
中
期
の
標
準
的
な
計
算
磨
翌
ﾅ
あ
る
。
二
六

一
五
釜
を
三
・
〇
七
釜
で
除
す
と
、
半
紙
八
五
一
丸
と
な
る
。

丸
別
四
三
匁
は
、
封
書
で
あ
る
。
こ
の
根
銀
の
売
上
り
五
割

付
け
は
、
二
一
・
五
匁
で
あ
る
。
書
付
銀
(
余
禄
分
)
は
、

直
別
一
五
匁
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
図
(
4
)
の

元
禄
十
三
年
モ
デ
ル
と
な
る
。
売
値
は
、
一
丸
七
九
・
五
匁

の
想
定
で
あ
る
。

79，564. 5

図(4)元禄13年(1700)モデル

        (1丸当たり)
                 43

回付銀15匁5割銀21. 5匁根銀43匁

「御売上り銀」(売却益)36. 5匁

三
四

 
右
の
五
把
楮
仕
組
に
つ
い
て
、
山
代
三
老
(
と
く
に
こ
れ
を
立
案
し
た
増
野

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

孫
右
衛
門
)
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

 
 
元
禄
十
年
之
秋
拝
シ
被
仰
付
、
減
楮
壱
万
弐
千
釜
余
有
之
二
四
、
此
辻
を

 
 
以
沙
汰
仕
候
ヘ
ハ
、
楮
石
三
千
八
百
石
余
永
否
二
相
消
極
、
借
又
御
紙
漉

 
 
春
曇
大
分
之
御
公
電
二
相
成
心
二
御
座
候
へ
共
、
並
存
下
之
方
便
二
而
三

 
 
千
八
百
石
余
之
永
否
も
戻
り
、
御
紙
凌
辱
茂
減
不
言
、
第
一
御
紙
仕
出
シ

 
 
迄
能
相
成
、
御
利
徳
増
御
為
宜
相
成
候
事
、

 
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
元
禄
十
年
の
楮
拝
で
現
楮
五
万
釜
・
被
楮
一

万
二
〇
〇
〇
釜
(
正
確
に
は
一
万
二
三
七
〇
釜
)
と
な
り
、
被
楮
を
永
否
(
永

荒
れ
で
年
貢
控
除
と
な
る
石
高
)
と
み
れ
ば
、
石
高
に
し
て
三
八
○
○
石
余
と

な
る
(
一
二
〇
〇
〇
×
○
・
ゴ
ニ
ー
-
三
七
二
〇
。
正
確
に
は
一
二
一
二
七
〇
×
○
・

三
一
1
1
三
八
三
四
・
七
)
。
ま
た
公
猛
毒
も
減
少
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
五
把

楮
の
方
便
で
、
永
否
も
戻
り
、
公
納
戸
も
減
少
し
な
く
な
っ
た
。
第
一
公
納
紙

の
品
質
も
良
く
な
り
藩
の
利
益
に
な
っ
て
い
る
と
。
地
下
紙
・
五
把
楮
に
よ
っ

て
、
山
代
人
民
の
耕
作
意
欲
が
増
し
た
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

 
表
(
1
)
は
、
宝
永
三
年
山
代
皆
済
一
紙
で
あ
る
。
田
方
は
、
反
当
二
・
〇

六
二
石
と
高
石
で
あ
り
、
面
積
比
で
は
二
二
・
四
五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な

.
 
遡
・
田
方
石
高
は
・
前
述
の
承
応
二
年
(
一
六
五
三
)
の
田
方
現
高
一
万
四
二

六
五
石
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
畠
方
現
高
は
、
一
万
二
二
〇
六
石
か

ら
三
〇
九
二
石
増
加
し
て
い
る
。
楮
方
(
楮
石
)
は
、
一
万
九
三
五
一
・
九
七

石
で
、
「
下
村
弥
三
右
衛
門
手
拍
」
の
貞
享
検
地
楮
石
と
一
致
し
、
一
三
1
1
0
・

三
一
石
で
計
算
す
る
と
、
六
万
二
四
二
六
釜
の
帳
面
楮
高
と
な
る
。
表
方
は
、



所
務
で
あ
り
、
あ
と
は
雑
税
で
あ
る
。
田
方
物
成
・
口
米
は
、
そ
の
ま
ま
地
下

諸
引
方
(
永
否
や
庄
屋
給
で
年
貢
控
除
高
)
を
除
い
た
現
高
(
課
税
基
準
高
)
に
、

田
方
は
四
ツ
物
成
の
米
九
七
〇
三
石
と
三
％
の
細
米
二
九
一
石
、
畠
方
は
古
景

石
に
一
〇
匁
の
玉
酒
、
楮
方
は
高
一
石
に
一
〇
匁
の
豆
銀
で
あ
る
。
以
上
が
本

面
積
記
載
を
欠
い
て
お
り
、
多
く
の
楮
が
畠
に
植
え
ら
れ
て
畠
の
二
重
年
貢
と

い
わ
れ
、
ほ
か
は
山
野
や
空
閑
地
に
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

表(1)宝永3年秋山代皆済一紙

米方

項目 面積(反) 石高(石) 銀(貫目) 米(石) 備考

田方 12031，573 24809，785

畠方 41550，887 15332，349

楮方 19351，970 62425. 73釜、1釜＝0. 31石

総計 53582，460 59494，104

内

旨引塗

残(現高)

602. 015

58892. 089

内

養方(現高) 15298，276 152. 98276 畠銀

楮方(現高) 19334，889 193. 34889 二二、釜別3匁1分。

田方(現高) 24258，924 9703. 5696 四ツ成

口唱 291. 1071 物成米の3％。

3力村種子利米元利 228. 7460 中須北・同南・金峰の3力村。

米方合計 10223. 4227

銀子方

畠方銀 152. 98276

楮方銀 193. 34889 畠銀と楮銀で346. 33165貫目

紙漉船役銀 9. 07300

石別3厘5毛銀 2. 06123

花香米役銀 0. 30257

山札踊躍 0. 31000

酒屋御馳走銀 9. 50000 酒屋23軒。

鮎川二二 1. 00000

合計 368. 57845

外に浮役方(鳥毛・渋紙・細引)あり。
屋敷数5553軒。先年より諸役免除。
※出典:御薗生翁甫『防長造紙史研究』40～43頁「山代諸覚日記」。

※皆済一紙による山代物成銀の推計
  畠銀:畠方現高 15298. 276石×10匁÷1000＝152. 98276貫目

  丁銀:用方現高 19334. 889石×10匁÷1000＝193. 34889貫目

  田方物成・口米代:9994石×38. 46匁÷1000＝384. 36924貫目

                 計730. 70089貫一

五

計
す
る
と
三
八
四
貫
目
余
と
な
る
。
こ
れ
に
畠
銀
・
楮
銀
を
加
え
る
と
、
七
三

〇
貫
目
余
と
な
り
、
皆
済
一
紙
か
ら
み
た
山
代
本
所
務
で
あ
る
。

 
表
(
2
1
1
)
は
宝
永
三
年
の
「
山
代
年
々
御
紙
漉
立
目
積
」
、
表
(
2
1
2
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

は
「
山
代
年
々
御
仕
入
銀
差
引
積
り
」
で
あ
る
。
前
掲
表
(
1
)
と
表
(
2
)
を
、

に
「
御
仕
入
米
」
と
し
て
山
代
定
和
市
(
延
宝
三
年
以
来
の
二
・
六
石
替
、
す

な
わ
ち
一
石
1
1
三
入
・
四
六
匁
)
で
投
下
さ
れ
る
筈
な
の
で
、
そ
の
代
銀
を
推

表(2-1)山代年々御紙漉立目積(宝永3年調)

項目

公納熟

瓜(貫目)

 1100. OOO

備考

内

江戸・京・大坂・萩御用紙 50，000 長府・清末御買上紙共に。

半紙(弊紙) 1050，000

半紙凡そ23300丸年、丸別45匁程の積り。帳面楮・諸除共
U3160釜、釜別14匁、把銀88424貫目。此外楮買銀154. 114
ﾑ目の御仕入10匁を14匁の把銀にして215. 76貫目。

地下救1000丸御仕入 45，000
元禄11年分より増漉の半紙1000丸を地下救として宥免、
芬d入銀は大坂蔵屋敷より年々43貫目宛借用。

五師楮代 37，950 元禄13年分より軒別五把。

角屋紙年々300丸 13，000 本工(延宝1年より30丸増漉売買を免許)。

諸庄屋頼母子紙400丸 28，000 本銀(貞享4年より始まる)。

身骸楮300丸 14，000 本銀(天和より元禄初年に始まる)。

黒保5000丸 67，000 本銀

以上 1304，950

表(2-2)山代年々御仕入銀差引積り

内

山代御物要旨に引当 730，000

御仕入米2700石之代 168，750 1石6斗替(1石＝62. 5匁)。

小計 898，750

残 201，250

公上紙大坂・萩運賃引当 15，000

公納紙の内菰付銀3匁地下
ﾖ二二分

69，300 公納紙の内半紙23100丸の分。

黒保御仕入銀の分 74，000

以上 359，550 年々二二を以萩より御仕送被仰付分。

※出典:御薗生翁甫『防長造紙史の研究』44～47頁「山代諸覚日記」。



統
一
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
ま
ず
表
(
2
1
1
)
の
「
帳
面
楮
・
諸
語
共
」
六
万
三
一
六
〇
釜
は
、
帳
面

楮
六
万
二
四
二
六
釜
と
重
量
七
三
四
釜
の
合
計
で
あ
る
。
子
別
一
四
匁
の
「
把

銀
」
(
わ
ぎ
ん
)
を
六
万
三
一
六
〇
釜
に
乗
ず
る
と
、
入
八
四
貫
目
余
が
得
ら

れ
る
。
把
銀
一
釜
1
1
一
四
匁
を
一
丸
1
1
三
・
〇
七
釜
漉
き
と
す
る
と
、
一
丸
1
1

四
三
匁
の
根
管
と
な
る
。
こ
の
八
八
四
貫
目
余
に
楮
買
銀
一
五
四
貫
目
余
(
こ

れ
は
増
漉
き
分
で
あ
る
)
の
把
銀
換
算
二
一
五
貫
目
余
を
加
え
る
と
「
公
受
血

仕
入
」
一
一
〇
〇
貫
目
と
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

本
所
務
分
と
増
仕
入
分
を
合
わ
せ
た
も
の
が
「
公
藁
紙
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
元
禄
十
年
楮
拝
の
現
量
五
万
釜
(
本
所
野
分
)
・
被
楮
(
増
仕
入

を
必
要
と
す
る
分
)
は
、
あ
く
ま
で
帳
面
十
六
万
二
一
二
七
〇
釜
(
あ
る
い
は
下

村
手
拍
の
六
万
二
四
二
六
釜
)
の
内
な
の
で
、
両
方
と
も
「
公
立
紙
」
の
建
前

な
の
で
あ
る
。

 
つ
ぎ
の
五
廉
は
地
下
紙
で
あ
り
、
地
下
紙
一
〇
〇
〇
丸
は
、
元
禄
十
一
年
分

か
ら
増
益
半
紙
の
内
を
地
下
救
い
と
し
て
認
め
た
と
あ
る
。
根
銀
は
、
注
記
に

あ
る
四
三
匁
で
あ
る
筈
だ
が
、
一
丸
1
1
四
五
匁
の
計
算
に
な
っ
て
い
る
。
和
市

対
応
で
あ
ろ
う
。
宝
永
六
年
に
は
、
地
下
紙
三
七
〇
〇
丸
と
な
る
。
黒
保
五
〇

〇
〇
丸
は
、
六
七
貫
目
で
買
い
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
(
一
丸
H
＝
二
・

四
匁
)
、
こ
れ
も
専
売
制
に
よ
る
売
却
益
を
生
む
ゆ

 
表
(
2
1
2
)
の
「
御
仕
入
米
」
二
七
〇
〇
石
は
、
本
所
面
分
の
「
御
仕
入

米
」
で
は
な
く
、
他
蒔
直
か
ら
移
入
さ
れ
る
増
仕
入
米
で
あ
り
、
和
市
は
一
石

六
斗
替
(
一
石
日
六
二
・
五
匁
)
で
あ
る
。
山
代
定
和
市
は
本
所
務
分
に
属
し
、

三
六

前
述
し
た
よ
う
に
、
は
じ
め
三
石
替
(
一
石
1
1
三
三
二
二
匁
)
か
ら
延
宝
三
年

間
砿
石
六
夢
替
(
一
石
⊥
二
八
・
四
六
匁
)
に
改
定
さ
れ
、
明
和
六
年
(
一
七

六
九
)
に
二
石
五
斗
替
(
一
石
1
1
四
〇
匁
)
に
再
改
定
さ
れ
た
。
当
該
期
は
山

石
六
温
海
と
推
定
す
る
。
増
仕
入
分
は
、
地
下
相
場
あ
る
い
は
御
二
瀬
値
段
で

あ
る
。
本
所
務
分
(
正
租
)
の
「
御
仕
入
米
」
と
増
仕
入
米
(
投
資
)
と
の
区

別
は
重
要
で
あ
り
、
和
市
に
相
当
な
差
が
あ
る
。
山
代
定
和
市
で
は
、
地
下
和

市
と
の
問
で
相
当
な
逆
鞘
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

 
表
(
2
-
2
)
で
重
要
な
の
は
、
「
山
代
御
物
逸
士
に
引
当
」
七
三
〇
貫
目

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
所
蘭
越
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
先
に
み
た
表
(
1
)
皆

済
一
紙
の
本
所
務
分
推
計
七
三
〇
・
七
貫
目
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。

 
以
上
か
ら
、
帳
面
楮
六
万
二
四
二
六
釜
(
1
1
二
万
〇
三
三
四
丸
)
の
う
ち
現

前
五
万
釜
が
本
所
千
分
(
前
期
の
追
納
紙
)
、
差
額
の
耳
痛
(
一
万
二
四
二
六

釜
一
-
四
〇
四
七
丸
)
が
増
仕
入
を
必
要
と
す
る
分
(
前
期
の
断
紙
)
と
い
う
仮

説
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

 
つ
ぎ
に
、
宝
永
六
年
(
一
七
〇
九
)
モ
デ
ル
は
、
図
(
5
)
の
通
り
で
あ

る
。
一
丸
H
七
言
四
五
匁
、
売
上
り
五
割
で
あ
り
、
菰
付
落
を
元
禄
十
三
年
モ

デ
ル
の
一
五
匁
と
す
れ
ば
、
売
値
入
二
・
五
匁
と
な
る
。
「
本
銀
」
と
い
う
の

は
、
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
「
銀
狂
い
」
と
物
価
高
の
影
響
を
回
避
す
る
た
め
に
、

「
八
○
銭
」
(
一
匁
1
1
八
○
文
の
和
市
、
五
〇
匁
H
四
貫
文
)
の
和
市
を
用
い
た

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
一
丸
1
1
四
五
匁
は
、
根
銀
を
も
意
味
す
る
が
、
宝
永

～
元
文
期
の
貨
幣
混
乱
期
の
例
外
措
置
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

 
こ
の
モ
デ
ル
と
表
(
2
)
を
用
い
て
、
前
述
の
宝
永
三
年
漉
き
紙
を
試
算
し



図(5)宝永6年(1709)モデルと享保19年(1734)モデル

82. 567. 545

書付銀15匁5割銀22. 5匁

〈宝永6年モデル(1丸当たり)〉

本銀45匁

※出典:「製紙録」の宝永6年9月23日「山代三老覚」。

ew. 567. 545宝永3年漉き紙の試算

 本所務分(山代物成銀)
i  730貫目 16222丸(49801釜)

秩u公納紙」計1100貫目(1搬)

(365貫目) (243貫目)

＼増漉き分

＠ 370貫目 8222丸(25241釜)
(185貫目) (123貫目)

地下紙 137. 95貫目 3065丸(9409釜) (69貫目) (46貫目)

79. 567. 545

下付銀12匁5割銀22. 5匁

〈享保19年坂モデル(1丸当たり)〉

仕入根銀45匁

※出典:坂家文書「五塵抄」。

て
み
よ
う
。
図

(
5
)
の
試
算
が

そ
れ
で
あ
る
。
本

所
務
分
(
山
代
物

成
銀
)
は
、
七
三

〇
貫
目
を
一
丸
1
1

四
五
匁
で
除
し
て

一
万
六
二
二
二
丸

(
三
・
〇
七
釜
漉

き
で
四
九
八
〇
一

廓
と
な
り
、
元
禄

十
年
喜
喜
五
万
釜

に
近
い
)
で
あ
る
。

「
公
信
紙
御
物
成

銀
」
一
一
〇
〇
貫
目
は
、
本
所
溜
分
七
三
〇
貫
目
と
増
漉
き
分
で
構
成
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
増
漉
き
分
は
三
七
〇
貫
目
で
あ
る
。
三
七
〇
貫
目
を

一
丸
1
1
四
五
匁
で
除
し
て
八
二
二
二
丸
(
一
丸
1
1
三
・
〇
七
釜
漉
き
で
二
万
五

二
四
一
釜
)
を
得
る
。
増
漉
き
分
は
、
被
楮
一
万
二
一
二
七
〇
釜
の
二
倍
を
超
え

る
投
資
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
所
務
分
と
増
漉
き
分
を
合
計
す
る

と
、
二
万
四
四
四
四
丸
(
七
万
五
〇
四
三
釜
)
と
な
る
。
表
(
2
1
2
)
に
、

「
公
爵
紙
」
の
内
半
紙
二
二
三
一
〇
〇
丸
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、
「
公
納
紙
」

二
万
四
四
四
四
丸
か
ら
半
紙
以
外
の
御
用
紙
ほ
か
を
引
い
た
数
と
し
て
ほ
ぼ
食

い
合
う
。
表
(
2
1
1
)
の
地
下
四
五
廉
の
計
は
、
＝
二
七
.
 
九
五
貫
目
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
丸
1
1
四
五
匁
で
除
す
と
三
〇
六
五
丸
(
九
四
〇
九
釜
)
と
な
る
。
地

下
紙
は
、
宝
永
六
年
に
は
三
七
〇
〇
丸
と
な
る
。
「
公
納
紙
」
(
本
所
務
分
と
増

漉
き
分
)
と
地
下
紙
の
合
計
は
、
二
十
七
五
〇
九
丸
(
入
万
四
四
五
二
釜
)
と

な
る
。

 
寛
文
九
年
目
一
六
六
九
、
図
3
の
一
丸
1
1
三
八
匁
モ
デ
ル
)
モ
デ
ル
と
こ
の

宝
永
三
年
(
一
七
〇
六
)
試
算
と
を
比
較
す
る
と
、
本
所
務
分
は
六
二
二
貫
目

塗
・
一
万
五
九
二
〇
丸
か
ら
七
三
〇
貫
目
⊥
万
六
二
二
二
丸
へ
、
増
漉
き
分

は
四
九
七
貫
目
余
・
一
万
三
三
七
九
丸
か
ら
三
七
〇
貫
目
・
入
二
二
二
丸
へ
変

化
し
て
い
る
。
宝
永
三
年
の
地
下
紙
を
増
漉
き
分
に
加
え
る
と
、
五
〇
七
貫
目

余
・
一
万
一
二
八
七
丸
へ
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
惣
漉
き
紙
数
は
、
二

万
九
二
九
九
丸
(
＝
一
九
貫
目
余
)
か
ら
二
万
七
五
〇
素
干
(
＝
○
○
貫

目
と
地
下
紙
＝
二
八
貫
目
)
へ
の
変
化
で
あ
る
。
帳
面
楮
は
、
六
万
一
六
一
四

釜
か
ら
六
万
二
三
七
〇
釜
へ
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
近
世
全
期
を
通
じ

て
の
山
代
紙
の
頂
点
と
み
ら
れ
る
寛
文
期
に
比
較
し
て
、
よ
く
健
闘
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。
前
期
に
半
紙
の
本
座
紙
・
「
し
に
せ
」
と
い
わ
れ
た
山
代
紙

は
、
元
禄
期
に
は
諸
国
紙
に
追
い
付
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
の
紙
数
維
持

を
「
健
闘
」
と
思
う
。
こ
れ
を
支
え
た
の
は
、
寛
文
期
の
大
量
の
断
銀
(
仕
置

銀
か
ら
の
増
仕
入
1
1
投
資
)
、
元
禄
・
宝
永
期
の
増
仕
入
と
地
下
紙
認
可
で
あ
る
。

増
仕
入
・
地
下
紙
こ
そ
が
、
山
代
「
紙
屋
」
(
紙
漉
き
百
姓
)
の
再
生
産
を
可

能
に
し
た
。
前
掲
「
山
代
三
老
覚
」
(
元
禄
十
四
年
)
の
「
五
把
楮
之
方
便
二

尊
三
千
八
百
石
余
事
永
否
も
戻
り
、
御
紙
之
儀
茂
減
不
動
、
第
一
御
紙
仕
出
シ

三
七



迄
能
相
成
」
と
い
う
の
は
、
増
仕
入
・
地
下
紙
認
可
に
よ
っ
て
再
生
産
が
可
能

と
な
り
、
勤
労
意
欲
も
出
て
き
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
と
こ
ろ
が
、
宝
永
六
年
九
月
二
十
三
日
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
半
知
の
馳
走
米

を
命
じ
ら
れ
た
家
臣
救
済
の
た
め
に
、
藩
は
大
坂
で
の
八
○
○
貫
目
借
銀
(
「
大

坂
借
」
と
い
う
)
を
計
画
し
、
こ
れ
の
引
当
(
抵
当
)
に
山
代
地
下
紙
三
七
〇

〇
丸
を
充
て
る
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
地
下
紙
三
七
〇
〇
丸
の
内
容

は
、
増
漉
紙
半
紙
一
〇
〇
〇
丸
・
五
把
楮
紙
同
八
六
〇
丸
・
し
ん
が
い
楮
紙
同

三
二
〇
丸
・
角
屋
読
紙
同
三
〇
〇
丸
・
借
銀
珍
話
月
島
料
紙
同
七
〇
〇
丸
・
地

下
仕
組
紙
小
菊
紙
一
二
〇
丸
・
頼
母
子
紙
菩
提
同
板
紙
四
〇
〇
丸
で
あ
る
。
前

述
の
宝
永
六
年
モ
デ
ル
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
菰
付
銀
は
、
年
々
変

わ
る
の
で
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
半
紙
一
丸
1
1
本
銀
四
五
匁
、
五
割
銀
一
丸
1
1

二
二
・
五
匁
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

 
 
以
上
紙
数
三
千
七
百
丸

 
 
 
 
本
銀
百
七
拾
貫
目
程

 
 
 
 
五
割
銀
八
拾
八
貫
五
百
目

 
 
以
上
銀
弐
百
六
拾
五
貫
五
百
目

 
 
右
山
代
為
地
下
仕
組
之
漉
立
相
山
口
三
吉
、
今
度
於
大
坂
借
銀
八
百
貫
目

 
 
年
々
元
利
且
納
引
当
二
相
野
望
、
紙
数
付
立
右
之
通
二
御
座
候
、
中
之
地

 
 
下
紙
代
銀
例
年
十
月
頃
大
坂
よ
り
取
下
、
翌
年
地
下
紙
漉
立
詰
仕
組
労
諸

 
 
払
方
仕
儀
二
御
座
候
、
然
処
二
今
度
之
大
坂
借
上
粗
汁
借
用
翠
黛
付
、
卯

 
 
暮
よ
り
且
納
相
成
候
、
公
儀
よ
り
之
御
調
銀
年
々
十
一
月
切
二
、
無
間
違

 
 
萩
よ
り
山
代
江
御
仕
送
相
成
出
様
被
成
御
沙
汰
七
転
奉
存
候
、
左
候
ハ
・

三
八

 
 
大
坂
銀
先
之
利
且
納
之
儀
者
、
地
下
呼
買
(
売
ヵ
)
立
銀
を
二
極
様
相
整

 
 
可
申
候
、
十
一
月
萩
よ
り
御
釜
銀
延
引
垂
桜
ヘ
ハ
、
地
下
仕
払
不
相
成
仕

 
 
組
相
違
仕
義
二
御
座
候
間
、
弥
御
物
切
無
相
違
御
仕
送
被
仰
付
心
様
二
被

 
 
成
御
沙
汰
可
被
下
図
事
、

 
銀
八
○
○
貫
目
を
宝
永
七
年
暮
に
借
り
て
、
翌
正
徳
元
年
(
一
七
＝
)
暮

か
ら
年
賦
返
還
を
す
る
。
そ
れ
の
一
部
に
充
て
ら
れ
る
の
は
い
い
が
、
地
下
紙

代
銀
は
例
年
十
月
こ
ろ
大
坂
か
ら
持
ち
帰
り
、
紙
漉
き
の
元
手
に
な
る
も
の
だ

か
ら
、
十
一
月
に
は
萩
か
ら
山
代
に
仕
送
り
を
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
。
こ
の

計
画
は
実
行
に
移
さ
れ
た
と
み
え
て
、
正
徳
二
年
二
月
三
日
ま
で
の
関
連
記
事

は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
件
の
結
末
を
示
す
史
料
は
「
製
紙
録
」
に
は
な
く
、

い
き
な
り
享
保
二
十
年
の
別
件
記
事
に
飛
ぶ
。

 
 
 
 
 
ふ
 

 
「
縣
令
伝
記
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
連
記
事
が
あ
る
。

 
 
享
保
元
年
丙
申
、
寺
社
方
・
庄
屋
其
外
御
貸
米
弄
る
、
差
上
手
形
現
銀
二

 
 
成
、
本
郷
八
幡
芝
居
止
ム
、
寺
社
家
其
外
拝
眉
ト
し
て
、
前
々
よ
り
六
月

 
 
調
の
御
貸
米
止
ム
、
増
野
孫
右
衛
門
仕
組
此
時
二
崩
れ
た
り
、

 
 
同
三
戊
戌
三
月
、
山
代
百
姓
愁
訴
有
て
、
信
士
よ
り
弐
百
十
弐
人
、
(
中
略
)

 
 
都
合
入
百
五
拾
六
人
、
三
月
十
一
日
よ
り
騒
ぎ
、
同
十
九
日
宮
市
町
出
ぬ
、

 
 
(
中
略
)
増
野
孫
右
衛
門
仕
組
崩
れ
た
る
を
歎
き
て
訟
を
致
せ
し
と
な
り
、

 
 
事
序
旧
記
に
詳
か
な
り
、

 
「
増
野
孫
右
衛
門
仕
組
」
と
は
、
前
掲
史
料
に
「
山
代
地
下
為
仕
組
之
漉
立

相
成
候
諸
紙
、
今
度
大
坂
借
銀
八
百
貫
目
年
々
元
利
且
納
引
当
に
相
成
道
」
と

あ
る
よ
う
に
、
地
下
紙
三
七
〇
〇
丸
の
認
可
に
よ
る
山
代
地
下
仕
組
(
成
立
)



を
指
す
。
享
保
元
年
(
一
七
一
六
)
に
は
こ
れ
が
「
崩
れ
た
り
」
と
い
う
。
そ

の
仕
組
が
崩
れ
た
こ
と
を
歎
い
て
、
享
保
三
年
に
山
代
百
姓
一
揆
が
起
き
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
地
下
紙
代
銀
は
大
坂
借
の
返
済
に
廻
さ
れ
た
が
、
山
代
成
立

に
必
須
の
萩
か
ら
の
仕
送
り
が
滞
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
増
仕

入
の
飯
米
は
、
米
価
高
騰
に
よ
っ
て
減
少
し
た
は
ず
で
あ
る
。
地
下
紙
に
つ
い

て
も
、
以
後
の
史
料
に
登
場
し
な
い
。

 
萩
藩
の
財
政
は
大
坂
・
国
元
の
借
銀
が
膨
脹
し
、
正
徳
三
年
に
は
家
臣
に
半

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゐ
 

知
を
命
じ
、
仕
組
(
行
財
政
改
革
)
を
断
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
お
ま
け

に
同
年
頃
か
ら
「
銀
狂
い
」
(
お
も
に
四
ツ
宝
銀
流
通
に
よ
る
銀
価
の
暴
落
)

の
影
響
が
本
格
的
に
出
始
め
、
享
保
初
年
に
は
猛
威
を
ふ
る
っ
た
と
い
う
事
情

も
、
右
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
享
保
十
七
・
八
年
の
西
国

蛙
害
・
疫
病
も
、
山
代
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。

 
享
保
期
の
山
代
請
紙
制
の
衰
退
を
う
け
て
行
わ
れ
た
の
が
、
享
保
十
九
年
(
一

七
三
四
)
の
山
代
仕
組
で
あ
る
。
山
代
代
官
車
室
存
(
在
任
は
享
保
十
九
年
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

月
二
十
三
日
～
元
文
三
年
六
月
二
十
一
日
の
お
よ
そ
四
年
)
に
よ
れ
ば
、
山
代

宰
判
は
「
田
畠
重
石
十
二
都
合
高
六
万
石
余
と
相
聞
、
其
御
所
務
公
納
音
単
を

以
上
納
被
仰
付
上
と
相
聞
候
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
山
代
石
高
六
万
石
と

い
う
の
は
、
前
掲
表
(
1
)
宝
永
三
年
皆
済
一
紙
の
五
万
九
四
九
四
石
で
も
確

か
め
ら
れ
、
そ
の
所
務
(
年
貢
)
を
紙
の
み
の
上
納
で
済
ま
せ
る
の
が
請
紙
制

の
本
質
だ
と
い
う
認
識
も
正
し
い
。
坂
は
山
代
の
疲
弊
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

「
楮
検
地
被
仰
付
、
楮
方
莫
太
之
及
減
少
言
葉
、
其
辻
を
以
漉
立
句
仰
付
之
外

有
之
間
敷
候
」
と
、
楮
検
地
の
実
施
を
決
断
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
で
あ
る
。

 
 
山
代
御
帳
面
面
六
万
弐
千
出
汁
之
内
、
(
中
略
)
漸
三
万
弐
千
釜
余
と
申

 
 
二
罷
成
候
、
依
之
諸
臣
令
吟
味
置
処
、
凡
五
万
釜
程
二
て
候
ヘ
ハ
、
山
代

 
 
田
方
・
町
方
四
万
石
弓
井
面
石
引
合
せ
地
物
成
之
米
銀
立
飯
能
成
二
付
、

 
 
壱
万
八
千
釜
之
被
楮
と
相
見
、
其
内
宮
方
程
ハ
元
禄
十
壱
年
被
楮
被
仰
付

 
 
候
例
格
有
之
二
付
、
其
例
を
以
か
ら
畳
秩
乱
¥
付
、
半
方
程
雨
竜
楮
二
対
シ

 
 
御
仕
入
根
銀
之
外
、
半
紙
壱
丸
配
付
十
八
匁
充
之
増
銀
相
立
、
五
万
釜
辻

 
 
之
二
藍
紙
紐
壱
万
五
千
雪
余
之
沙
汰
二
申
付
、
(
下
略
)

 
帳
面
楮
六
万
二
〇
〇
〇
釜
余
と
い
う
の
は
、
貞
享
検
地
の
六
万
二
一
二
七
〇
釜

(
あ
る
い
は
六
万
二
四
二
六
釜
)
を
指
し
、
こ
の
時
点
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。

今
回
の
楮
検
地
で
現
楮
三
万
二
〇
〇
〇
釜
に
な
っ
た
。
五
万
釜
あ
れ
ば
、
「
地

物
成
之
米
銀
」
(
本
所
務
、
つ
ま
り
田
方
物
成
の
地
元
売
却
代
銀
・
回
書
.
 
楮
銀
)

に
「
立
用
」
(
引
当
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
万
釜
の
楮
石
は
、
五
〇
〇
〇

〇
釜
×
○
・
三
一
石
1
1
一
万
五
五
〇
〇
石
と
な
る
。
姦
計
は
こ
れ
に
一
〇
匁
を

乗
じ
て
、
一
五
五
貫
目
で
あ
る
。
宝
永
三
年
皆
済
一
紙
で
は
、
楮
銀
は
一
九
三

貫
目
余
で
あ
っ
た
か
ら
三
八
貫
目
の
減
で
あ
る
。
楮
銀
一
五
五
貫
目
に
、
宝
永

三
年
の
半
畳
一
五
三
貫
目
・
物
成
米
売
却
代
銀
推
定
三
八
四
貫
目
を
加
え
る
と
、

本
所
務
は
六
九
二
貫
目
と
な
る
。
一
方
、
五
万
釜
の
把
銀
は
、
五
〇
〇
〇
〇
釜

×
一
四
匁
“
七
〇
〇
貫
目
。
五
万
釜
を
一
丸
1
1
三
・
〇
七
釜
漉
き
に
し
て
一
万

六
二
入
六
呂
の
悪
銀
は
、
一
六
二
入
六
丸
×
四
三
匁
1
1
七
〇
〇
貫
二
九
八
匁
と

な
る
。
こ
の
楮
釜
か
ら
の
計
算
七
〇
〇
貫
目
と
、
石
高
計
算
か
ら
の
本
所
言
分

六
九
二
貫
目
が
近
似
す
る
。
五
万
釜
あ
れ
ば
「
地
物
成
之
米
銀
」
に
「
立
用
」

三
九



で
き
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
五
万
釜
と
現
楮
三
万
二

〇
〇
釜
と
の
差
額
一
万
八
○
○
○
釜
は
、
「
被
楮
」
(
か
づ
き
こ
う
ぞ
)
と
な
り
、

被
楮
の
内
半
分
は
元
禄
十
年
空
拝
の
例
に
な
ら
っ
て
「
か
ら
被
」
と
し
、
残
る

半
分
は
根
銀
(
一
丸
1
1
四
五
匁
)
と
増
銀
(
一
丸
1
1
一
八
匁
)
を
与
え
る
。
こ

う
し
て
五
万
釜
の
公
納
紙
一
食
餌
〇
〇
〇
丸
(
計
算
上
は
一
万
六
二
八
七
丸
と

な
る
が
、
空
被
の
分
を
引
い
た
か
)
の
決
定
と
す
る
。
こ
の
楮
検
地
で
重
要
な

の
は
、
帳
面
面
を
事
実
上
五
万
釜
に
改
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
享
保
十
九
年
楮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検
地
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
い
史
料
を
あ
げ
る
。

 
 
元
禄
拾
年
御
帳
面
軒
高
六
万
弐
千
三
百
七
拾
夕
食
把
壱
歩
之
内
、
現
楮
漸

 
 
三
万
弐
千
三
百
七
拾
五
郭
話
把
三
歩
有
之
候
、
此
通
二
而
ハ
山
代
御
紙
も

 
 
彩
敷
減
少
仕
、
蔭
地
物
成
御
米
銀
茂
他
所
払
二
相
成
下
様
華
言
候
時
者
、

 
 
百
姓
共
渡
世
茂
不
相
早
事
二
付
而
、
元
禄
年
中
よ
り
引
付
之
弐
割
五
歩
被

 
 
楮
八
千
九
拾
三
釜
七
二
八
歩
、
猶
置
石
被
之
格
を
以
新
規
二
弐
割
九
歩
四

 
 
朱
三
味
死
面
、
被
楮
九
千
五
百
三
拾
壱
釜
九
歩
共
、
三
哲
合
五
万
釜
之
辻

 
 
二
相
成
、
残
壱
万
弐
千
三
百
七
拾
釜
六
把
壱
歩
否
楮
二
相
成
候
、
尤
弐
割

 
 
五
歩
被
之
所
江
対
シ
、
丸
別
六
匁
八
分
二
百
救
銀
被
遣
直
、
新
規
被
弐
割

 
 
九
歩
余
之
分
ハ
、
同
弐
十
卯
年
よ
り
未
年
迄
五
ケ
年
之
問
滅
却
こ
し
て
仕

 
 
磨
卵
叶
ｬ
、
(
下
略
)

 
帳
面
楮
六
万
二
一
二
七
〇
釜
が
、
元
禄
十
年
楮
拝
で
現
楮
五
万
釜
・
二
割
五
歩

被
楮
(
正
確
に
は
二
四
・
七
四
％
か
づ
き
)
と
な
っ
た
先
例
に
な
ら
っ
て
、
享

保
十
九
年
置
検
地
は
、
〟
洛
ｻ
楮
三
万
二
一
二
七
五
釜
・
②
「
弐
割
五
歩
被
楮
」
入

〇
九
三
釜
・
③
新
註
楮
(
二
九
・
四
三
九
％
か
づ
き
)
九
五
三
一
釜
の
合
計
五

四
〇

を
用
い
る
。
な
お
、
こ
の
楮
検
地
に
よ
っ
て
、
前
述
の
宝
永
三
年
山
代
皆
済
一

紙
の
楮
石
一
万
九
三
五
一
・
九
七
石
は
、
一
万
五
五
〇
〇
石
に
減
少
し
た
(
五

〇
〇
〇
〇
×
○
・
三
一
H
一
五
五
〇
〇
)
。

 
以
上
の
享
保
十
九
年
楮
検
地
の
結
果
は
、
坂
時
存
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ

(
2
6
)

る
。 

 
壮
年
よ
り
春
江
懸
ケ
追
々
大
坂
御
仕
送
り
之
紙
殊
外
表
、
御
売
直
段
も
御

 
 
仕
入
之
根
銀
四
十
四
五
匁
充
之
外
、
五
わ
り
付
と
て
廿
弐
三
匁
、
其
上
二

 
 
菰
付
と
て
十
弐
匁
と
も
こ
、
青
星
丁
付
三
十
四
五
匁
充
之
御
売
上
り
有
之
、

 
 
壱
万
四
千
丸
之
御
運
三
座
二
て
も
、
凡
四
五
百
貫
め
相
之
年
々
御
利
徳
と

 
 
相
聞
、
翌
年
よ
り
者
山
代
本
座
紙
之
名
目
二
立
戻
候
事
、

 
仕
入
知
立
は
、
宝
永
六
年
モ
デ
ル
と
同
じ
一
丸
1
1
四
五
匁
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

五
割
銀
は
二
二
・
五
匁
と
な
り
、
値
付
銀
一
二
匁
、
売
上
り
銀
(
五
割
銀
と
菰

付
銀
を
加
え
た
売
却
益
)
は
三
四
・
五
匁
と
な
る
。
売
値
段
は
、
仕
入
根
銀
四

五
匁
と
売
上
り
銀
三
四
・
五
匁
の
合
計
七
九
・
五
匁
と
な
る
。
一
万
四
〇
〇
〇

丸
の
仕
入
根
銀
は
六
三
〇
貫
目
、
売
却
益
は
四
八
三
貫
目
と
な
る
。
こ
れ
を
坂

モ
デ
ル
と
名
付
け
よ
う
。
宝
永
六
年
モ
デ
ル
と
の
違
い
は
、
菰
付
銀
が
三
匁
少

な
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
公
納
紙
は
一
万
丸
近
く
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。

モ
デ
ル
比
較
は
、
図
(
5
)
参
照
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
つ
ぎ
に
寛
保
三
年
(
一
七
四
二
)
の
山
代
代
官
木
梨
弥
右
衛
門
の
書
出
を
検

討
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
元
文
弐
巳
年
歯
方
諸
国
一
統
之
輔
導
二
世
、

立
山
豆
苗
毒
虫
枯
与
章
程
之
年
並
二
而
御
座
候
処
、
(
中
略
)
翌
三
年
分
之
儀



茂
楮
方
大
概
弐
年
分
同
様
之
参
掛
り
二
御
座
候
」
と
、
元
文
二
・
三
年
(
一
七

三
七
・
八
)
に
山
代
で
「
楮
之
虫
枯
」
と
い
う
ほ
ど
の
飢
饅
が
起
こ
っ
た
。
ま

た
、
何
ら
か
の
仕
組
が
必
要
と
さ
れ
た
。

 
木
梨
の
認
識
は
、
「
山
代
楮
石
之
儀
、
二
重
御
年
貢
之
沙
汰
二
相
聞
候
」
、
山

代
百
姓
は
「
二
重
御
所
務
被
召
上
三
段
、
御
無
躰
傘
骨
二
相
考
候
而
立
儀
二
御

座
候
哉
、
於
山
代
肝
要
寸
楮
を
七
千
様
二
風
俗
下
敷
罷
成
候
所
多
ク
御
座
候
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
楮
の
多
く
は
畠
に
植
え
ら
れ
て
お
り
、
当
石
に
洋
銀
、

楮
石
(
楮
石
に
面
積
は
な
い
)
に
楮
銀
と
、
二
重
の
年
貢
を
負
担
し
て
い
る
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
楮
石
を
免
除
し
て
は
ど
う
か
、
と
提
案
し
認

め
ら
れ
た
。
「
根
銀
辻
之
御
紙
被
召
上
候
故
、
楮
石
一
向
被
差
免
候
而
も
、
楮

方
中
々
疎
略
不
得
仕
儀
二
黒
座
候
」
と
、
血
石
を
免
除
し
て
も
、
帳
面
楮
の
紙

数
を
押
え
て
上
納
さ
せ
れ
ば
、
蓄
髪
制
は
維
持
さ
れ
る
。
今
様
(
一
丸
1
1
四
三

匁
)
に
帳
面
楮
の
紙
数
(
五
万
釜
1
1
一
六
二
八
六
・
六
朝
)
を
乗
ず
れ
ば
、
本

所
務
(
七
〇
〇
貫
目
)
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
山
代
秘
湯
制
に

あ
っ
て
は
、
石
高
・
年
貢
か
ら
の
積
算
と
、
帳
面
楮
か
ら
の
計
算
が
一
致
す
る
。

こ
う
し
て
寛
保
三
年
越
、
〟
璃
ｸ
石
一
万
五
五
〇
〇
石
の
免
除
、
坂
仕
組
の
②
「
弐

割
五
歩
被
楮
江
茂
、
相
応
之
御
仕
入
」
と
③
「
楮
植
継
之
御
仕
磨
浴
v
の
継
続
が

な
さ
れ
た
。
因
み
に
、
寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)
十
一
月
「
都
野
正
兵
衛
山
代

 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 

地
下
向
諸
沙
汰
伝
書
」
に
よ
れ
ば
、
根
源
一
丸
1
1
四
三
匁
、
山
代
定
和
市
二
・

六
石
替
、
地
下
和
市
一
・
硅
石
替
で
あ
る
。

 
延
享
元
年
(
一
七
四
四
)
山
代
代
官
伊
藤
景
尚
の
時
、
「
山
代
を
諸
郡
同
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被
相
改
、
三
老
を
止
ら
れ
て
下
代
座
と
な
る
」
と
、
そ
れ
ま
で
山
代
勘
定
は
代

官
と
山
代
三
老
に
任
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
山
代
勘
定
が
滞
っ
て
い
る
と
い
う

理
由
で
、
諸
郡
と
同
じ
く
郡
奉
行
座
を
経
る
(
郡
究
を
受
け
る
)
こ
と
に
改
正

し
、
山
代
三
老
を
廃
止
し
た
。
ま
た
、
公
納
紙
三
〇
〇
〇
丸
(
九
〇
〇
〇
里
余
)

を
免
除
し
た
。

 
延
享
元
・
二
年
に
、
防
長
で
大
洪
水
が
起
こ
っ
た
。
特
に
二
年
の
洪
水
で
は
、

年
貢
減
米
二
万
石
彫
、
復
旧
と
救
米
二
万
七
〇
〇
〇
石
余
、
山
代
・
徳
地
ほ
か

で
「
真
昼
壱
万
千
九
百
拾
釜
」
(
半
紙
に
し
て
三
九
七
〇
丸
)
の
被
害
が
出
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藩
財
政
補
填
の
た
め
に
家
臣
に
半
知
の
馳
走
を
命
じ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
年
の

大
坂
売
却
紙
の
値
段
は
、
一
丸
1
1
九
五
、
六
匁
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
次
の
手
を

 
 
 
む

打
っ
た
。

 
 
子
・
丑
両
年
之
洪
水
大
変
二
而
、
田
畠
影
敷
当
否
・
永
否
致
出
来
、
百
姓

 
 
共
及
難
儀
候
二
心
、
(
中
略
)
銘
々
受
取
手
量
遣
方
御
仕
入
銀
之
内
、
壱

 
 
匁
跡
付
四
厘
之
引
立
仕
り
、
其
分
を
以
山
代
定
和
市
米
御
買
せ
、
三
二
甫

 
 
増
飯
米
旧
し
て
二
方
仕
候
、
(
中
略
)
御
紙
於
大
坂
二
号
売
立
御
徳
用
銀

 
 
之
内
、
銀
百
弐
拾
貫
目
程
宛
三
ケ
年
之
間
野
立
下
候
ハ
・
、
御
紙
皆
済
之

 
 
償
其
外
楮
増
植
等
を
茂
申
付
度
通
り
申
出
候
得
者
被
聞
召
分
、
両
年
ハ
申

 
 
出
之
高
卑
立
遣
、
尤
三
ケ
年
配
食
半
分
方
六
拾
貫
目
三
蓋
立
下
、
其
分
地

 
 
下
人
玉
江
配
分
仕
、
御
民
皆
済
倉
入
足
、
新
直
壁
を
も
植
付
、
ロ
ハ
今
二
而

 
 
ハ
右
九
千
釜
余
齢
御
宥
免
楮
茂
追
々
作
り
戻
シ
相
成
候
、
然
共
楮
と
申
も

 
 
の
者
諸
作
二
勝
れ
豊
凶
有
之
二
魚
津
、
壱
ケ
年
及
不
熟
候
得
者
地
下
人
及

 
 
難
儀
候
、

 
楮
九
〇
〇
〇
釜
免
除
に
つ
い
で
、
楮
修
甫
増
飯
米
を
渡
し
、
ま
た
大
坂
で
の

四
一



紙
売
却
益
の
う
ち
一
二
〇
貫
目
を
二
年

間
、
同
三
年
目
に
六
〇
貫
目
を
投
資
し
て
、

皆
済
の
償
い
や
楮
植
付
け
を
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

 
延
享
四
年
三
月
に
は
、
山
代
宰
判
を
奥

山
代
宰
判
と
前
山
代
宰
判
に
分
割
し
、
都

野
正
兵
衛
と
松
浦
茂
左
衛
門
を
そ
れ
ぞ
れ

 
 
 
 
 
 
 
お
 

代
官
に
任
命
し
た
。

 
後
期
に
入
っ
て
一
丸
当
た
り
の
モ
デ
ル

が
知
れ
る
の
は
、
宝
暦
十
年
(
一
七
六
〇
)

三
月
の
代
官
都
野
正
兵
衛
に
よ
る
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

あ
り
、
図
(
6
)
の
ご
と
く
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
〟
浴
u
御

帳
面
楮
丁
大
や
壱
丸
分
漉
立
御
仕
入
銀
之

分
」
が
四
三
匁
と
な
っ
て
お
り
、
根
銀
(
標

準
紋
相
の
一
丸
-
一
四
三
匁
)
が
元
に
戻
っ

て
い
る
(
宝
永
～
元
文
期
は
四
五
匁
)
こ

と
、
②
山
代
定
和
市
が
二
・
六
石
替
(
米

一
石
1
1
三
八
・
四
六
匁
)
の
ま
ま
で
あ

り
、
増
仕
入
米
一
・
九
五
言
替

逆
鞘
が
で
き
て
い
る
こ
と
、

り
、
そ
の
中
身
は
修
甫
飯
米
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(
米
一
石
1
1
五
一
・
二
八
匁
)
と
の
間
に
依
然

③
増
仕
入
・
雑
費
に
当
た
る
分
が
一
八
・
五
匁
あ

(一

ﾔ
・
二
番
・
三
番
修
女
の
飯
米
、
定
和
市
と

四
二

の
逆
鞘
分
)
、
菰
付
銀
(
藩
の
売
却
益
)
の
内
三
・
六
匁
を
地
下
へ
還
元
、
海

上
運
賃
銀
ほ
か
の
雑
費
で
あ
る
こ
と
、
④
「
御
売
上
り
銀
」
(
五
割
銀
と
言
付
銀
)

は
三
八
・
四
七
匁
で
、
宝
永
六
年
モ
デ
ル
三
七
・
五
匁
、
享
保
十
九
年
モ
デ
ル

三
四
・
五
匁
と
あ
ま
り
差
が
な
い
こ
と
、
⑤
売
値
は
一
〇
〇
匁
が
想
定
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
が
高
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
増
仕
入
・
雑
費
の
部
分
が
カ
バ
ー
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
期
の
落
ち
着
き
先
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
お

き
た
い
。

 
享
保
十
九
年
(
一
七
三
四
)
以
来
の
大
き
な
仕
磨
卵
ﾖ
は
、
明
和
六
年
(
一
七

六
九
)
の
仕
磨
卵
ﾖ
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
〟
絡
ｪ
山
代
の
帳
面
楮
を
四
万
六
五

三
〇
釜
と
し
た
こ
と
、
②
一
丸
1
1
三
・
〇
七
半
漉
き
を
三
丸
漉
き
と
し
、
帝
銀

を
一
丸
1
1
四
二
匁
と
し
た
こ
と
、
③
し
た
が
っ
て
帳
面
楮
四
万
六
五
三
〇
釜
は
、

一
万
五
五
一
〇
丸
と
な
っ
た
こ
と
、
④
増
仕
入
一
二
匁
・
雑
費
三
・
八
匁
と
な
っ

た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詳
し
い
分
析
は
、
後
期
の
山
代
請
紙
制
を

論
ず
る
次
稿
に
譲
り
た
い
。

お
わ
り
に

 
萩
藩
中
期
の
山
代
紙
を
検
討
し
た
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

 
第
一
に
、
根
山
代
(
寛
永
末
に
添
石
と
な
っ
た
増
力
村
を
含
む
が
、
正
徳
三

年
に
添
石
と
な
っ
た
鹿
野
車
力
村
は
含
ま
な
い
)
の
石
高
は
、
承
応
期
の
約
六

万
石
(
寛
永
検
地
の
五
ツ
成
高
)
か
ら
貞
享
検
地
(
四
ツ
成
苗
)
を
経
て
も
変



わ
ら
な
か
っ
た
が
、
享
保
十
九
年
の
楮
検
地
と
寛
保
三
年
の
青
石
免
除
で
減
少

し
、
宝
暦
検
地
(
四
ツ
成
高
)
で
約
四
万
石
と
な
っ
た
。
享
保
期
の
山
代
衰
退

が
際
立
つ
。
山
代
の
石
高
は
、
田
方
の
石
高
が
極
め
て
高
く
、
か
つ
畠
へ
の
二

重
年
貢
と
言
わ
れ
た
胃
石
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
紙
年
貢
を
多
く
す
る

た
め
の
手
立
て
で
あ
っ
た
。

 
第
二
に
、
山
代
本
所
務
(
本
年
貢
)
は
、
田
方
物
成
を
山
代
定
和
市
で
地
元

に
売
っ
た
代
銀
、
畠
銀
(
高
一
石
に
銀
一
〇
匁
の
収
納
)
、
楮
銀
(
楮
石
一
石

に
銀
一
〇
匁
の
収
納
)
の
積
算
で
あ
り
、
こ
れ
を
選
書
価
格
(
標
準
紙
の
紋
相

1
1
等
級
の
一
丸
当
た
り
の
設
定
値
段
)
の
紙
で
収
納
す
る
と
い
う
独
特
の
徴
租

磨
翌
ﾆ
、
藩
の
「
御
買
上
け
」
(
黒
保
も
含
め
て
)
、
す
な
わ
ち
専
売
制
が
重
な
っ

た
も
の
が
山
代
請
紙
制
で
あ
る
。
元
禄
・
宝
永
期
に
地
下
紙
が
存
在
す
る
が
、

こ
れ
は
帳
面
楮
ほ
か
で
管
理
さ
れ
た
地
下
紙
で
あ
り
、
農
民
的
剰
余
に
繋
が
ら

な
い
。
そ
の
存
在
を
も
っ
て
専
売
制
の
本
質
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

山
代
定
和
市
(
本
所
務
分
の
「
御
仕
入
米
」
に
適
用
さ
れ
る
相
場
)
は
、
承
応

～
寛
文
期
の
三
石
替
(
銀
一
〇
〇
匁
1
1
米
三
石
、
す
な
わ
ち
米
一
石
1
1
三
三
.
 

三
匁
)
か
ら
延
宝
三
年
に
二
石
六
斗
替
(
米
一
石
⊥
二
八
・
四
六
匁
)
に
改
定

さ
れ
、
中
期
に
は
こ
の
和
市
で
推
移
し
た
。
つ
ぎ
の
改
定
は
、
後
期
の
明
和
六

年
の
二
石
五
斗
替
(
米
一
石
1
1
四
〇
匁
)
で
あ
る
。
前
期
の
断
惑
、
中
期
の
増

漉
き
分
に
投
下
さ
れ
る
米
(
心
臓
判
か
ら
の
移
入
米
で
、
「
草
聖
仕
入
米
」
)
は
、

地
下
相
場
に
よ
る
。
山
代
定
和
市
と
地
下
和
市
の
問
に
は
、
藩
の
側
に
逆
鞘
(
「
間

欠
銀
」
)
が
生
じ
る
が
、
米
価
が
高
い
と
「
遺
書
仕
入
米
」
の
渡
さ
れ
る
量
が

減
少
し
、
百
姓
側
が
困
序
す
る
。

 
第
三
に
、
山
代
請
紙
の
根
帳
簿
に
付
け
ら
れ
た
帳
面
楮
は
、
ノ
ル
マ
(
労
働

の
基
準
量
)
で
あ
り
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
(
政
策
指
針
・
指
導
目
標
)
で
あ
る
。

石
高
計
算
に
よ
る
田
方
物
成
(
田
方
現
高
×
○
・
四
×
山
代
定
和
市
.
 
一
.
 
一
〇
〇

〇
)
・
畠
方
物
成
(
野
方
現
高
×
一
〇
匁
÷
一
〇
〇
〇
)
・
野
方
物
成
(
三
方
現

高
×
一
〇
匁
÷
一
〇
〇
〇
)
の
積
算
で
あ
る
本
所
務
と
、
帳
面
楮
に
よ
る
計
算

が
、
根
銀
を
介
し
て
一
致
す
る
筈
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
あ
る
(
帳
面
楮
数
.
 
一
.
 

三
・
〇
七
隈
×
根
銀
÷
一
〇
〇
〇
1
1
本
所
務
)
。
本
所
務
を
紙
単
(
か
み
ひ
と
え
)

で
皆
済
す
る
と
い
う
山
代
請
紙
制
の
本
質
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。

 
寛
永
五
年
の
楮
改
で
心
血
1
1
三
斗
一
升
に
石
盛
を
し
て
以
降
、
こ
の
石
盛
は

一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。
原
料
の
楮
一
〇
把
を
一
二
で
煮
、
前
言
～
三
.
 
〇
七

釜
で
一
丸
の
半
紙
(
一
万
二
〇
〇
〇
枚
)
が
漉
け
る
。
一
丸
“
二
.
 
五
釜
漉
き

の
記
述
が
一
部
に
見
え
る
が
、
そ
れ
で
は
薄
す
ぎ
て
市
場
の
評
判
が
悪
く
な
る
。

元
禄
期
～
明
和
六
年
改
定
ま
で
の
一
丸
⊥
二
・
〇
外
釜
漉
き
が
標
準
で
あ
ろ
う
。

明
和
六
年
に
一
丸
1
1
三
釜
漉
き
に
改
定
さ
れ
た
。

 
最
初
の
帳
面
楮
は
、
寛
永
五
年
三
部
で
の
七
万
二
〇
〇
〇
二
三
(
一
丸
1
1
三

釜
漉
き
と
す
れ
ば
二
万
四
〇
〇
〇
丸
)
で
あ
り
、
近
世
の
最
高
値
で
あ
る
。
こ

れ
は
厳
し
す
ぎ
る
ノ
ル
マ
で
あ
り
、
紙
漉
き
百
姓
の
必
要
労
働
部
分
に
食
い
込

ん
で
い
た
。
そ
れ
が
や
が
て
断
銀
1
1
増
仕
入
を
大
量
に
必
要
と
し
た
理
由
で
あ

る
。
増
仕
入
の
中
身
は
、
楮
修
甫
飯
米
・
買
楮
代
・
道
具
代
ほ
か
の
飯
米
や
必

要
経
費
で
あ
る
。
百
姓
が
再
生
産
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
帳
面
楮
を
超
え

て
増
漉
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帳
面
楮
は
、
寛
文
七
年
楮
改
で
六
万
一

六
一
四
釜
に
減
額
、
貞
享
検
地
で
六
万
二
三
七
〇
釜
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
中
期

四
三



の
出
発
点
の
帳
面
楮
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
禄
十
年
の
楮
拝
で
現
楮
五
万
釜
(
根

銀
一
丸
時
四
三
匁
で
七
〇
〇
貫
目
)
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
帳
面
楮
と

現
楮
の
差
額
は
被
楮
(
か
づ
き
こ
う
ぞ
)
と
し
、
こ
れ
の
復
旧
の
た
め
に
増
仕

入
と
地
下
紙
認
可
が
行
わ
れ
た
。
増
仕
入
と
地
下
紙
認
可
は
、
山
代
百
姓
の
再

生
産
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
条
件
を
欠
い
て
起
こ
っ
た
の
が
、

享
保
期
の
山
代
紙
衰
退
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
期
の
増
仕
入
が
帳
面
楮

を
超
え
て
漉
か
れ
る
部
分
へ
の
投
資
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
期
で
は
帳
面
楮
の

達
成
の
た
め
の
増
仕
入
・
地
下
紙
認
可
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
部
分
の
不
足

に
よ
っ
て
山
代
紙
衰
退
を
招
い
た
と
言
え
よ
う
。

 
帳
面
楮
は
、
享
保
十
九
年
の
楮
検
地
に
よ
っ
て
五
万
釜
に
減
少
し
た
。
現
楮

三
万
二
三
七
五
釜
と
の
差
額
は
被
楮
と
し
、
被
楮
の
部
分
へ
は
増
仕
入
と
新
楮

植
え
付
け
費
用
を
投
資
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
禄
十
年
の
被
楮
の
マ
イ
ナ
ー

チ
ェ
ン
ジ
で
あ
る
。
寛
保
三
年
の
楮
石
宥
免
は
、
帳
面
楮
さ
え
押
え
て
お
け
ば

山
代
請
紙
制
は
維
持
さ
れ
る
と
の
判
断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
後

期
の
明
和
六
年
楮
改
で
は
、
帳
面
楮
は
四
万
六
五
三
〇
釜
に
減
少
し
た
が
、
後

期
に
あ
っ
て
は
「
歩
通
り
」
(
現
実
の
楮
の
出
来
を
勘
案
し
て
ノ
ル
マ
を
設
定

す
る
)
が
七
割
前
後
と
な
る
な
ど
、
紙
漉
き
誰
そ
の
も
の
が
激
減
し
て
い
く
。

 
第
四
に
、
根
銀
は
、
大
坂
で
の
紙
価
格
を
勘
案
し
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
根
銀
の
推
移
は
、
前
期
の
承
応
期
は
一
丸
⊥
二
〇
匁
、
寛
文
期
は
同
三
七
、

八
匁
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
四
割
上
り
」
と
菰
付
銀
(
余
慶
)
の
「
御
売
上
り
銀
」
(
藩

の
売
却
益
)
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。
断
紙
(
増
漉
き
紙
)
も
、
同
じ
設
定
で
あ
る
。

中
期
の
元
禄
期
は
、
根
銀
一
丸
1
1
四
三
匁
、
「
五
割
上
り
」
・
盛
付
銀
が
標
準
で

四
四

あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
前
期
に
「
本
座
紙
」
「
し
に
せ
」
と
謳
わ
れ
て
い

た
半
紙
の
先
進
地
山
代
紙
が
、
諸
国
紙
に
追
い
付
か
れ
、
大
坂
で
の
販
売
に
苦

戦
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
宝
永
～
元
文
期
の
「
銀
狂
い
」
の
影
響
(
元
文

期
ま
で
)
を
受
け
て
、
物
価
の
高
騰
に
比
し
て
の
「
紙
下
直
」
が
問
題
と
な
る
。

宝
永
～
元
文
期
の
一
丸
1
1
四
五
匁
の
本
銀
設
定
は
、
せ
め
て
も
の
和
市
対
応
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
う
し
た
生
産
・
流
通
・
仕
磨
欄
燉
e
の
問
題
に
加
え
て
、
享
保
期
以
降
は
虫

枯
れ
.
 
楮
枯
れ
・
大
洪
水
な
ど
の
自
然
災
害
が
重
な
っ
た
。
と
り
わ
け
楮
は
、
「
天

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ

災
之
変
二
依
而
年
々
楮
出
来
不
出
来
有
之
」
も
の
で
、
上
納
紙
一
丸
不
足
す
る

と
七
、
八
○
匁
も
出
さ
ざ
る
を
え
ず
、
小
百
姓
は
一
年
の
不
足
で
「
素
目
を
潰
」

す
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

 
中
期
の
山
代
紙
の
動
向
は
以
上
の
通
り
で
あ
り
、
後
期
の
そ
れ
の
分
析
は
次

稿
に
譲
り
た
い
。

註

(
1
)
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
(
防
長
紙
同
業
組
合
一
九
四
一
年
。

 
 
本
稿
は
マ
ツ
ノ
書
店
一
九
七
四
年
復
刻
版
に
拠
っ
た
)
。

(
2
)
拙
稿
「
萩
藩
前
期
の
山
代
紙
」
(
『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
五
九
巻
、
二

 
 
〇
〇
九
年
)
。

(
3
)
承
応
二
年
四
月
十
日
「
御
両
国
御
蔵
入
物
成
を
適
適
引
物
付
立
」
(
山

 
 
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫
「
継
立
原
書
」
一
一
)
。
以
下
毛
利
家
文
庫
の



 
場
合
、
文
庫
「
継
立
原
書
」
＝
の
ご
と
く
略
記
。

(
4
)
万
治
元
年
九
月
二
十
八
日
国
元
商
人
塩
田
屋
久
左
衛
門
宛
「
当
職
手
元

 
役
児
玉
就
辰
書
状
」
(
文
庫
「
遠
隔
物
近
世
前
期
」
八
九
八
)

(
5
)
慶
安
四
年
十
二
月
三
日
「
国
元
加
判
衆
奉
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂

 
所
益
田
家
文
書
三
一
-
三
五
「
慶
安
四
年
諸
所
江
之
御
状
井
御
蚕
書
絵
」
)
。

(
6
)
「
製
紙
録
」
(
山
口
県
文
書
館
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
八
二
四
.
 
八
二
五
.
 

 
八
二
六
)
。

(
7
)
寛
文
九
年
三
月
十
二
日
半
山
代
大
目
積
書
」
(
益
田
家
文
書
一
入
-
二
四
)

(
8
)
「
縣
令
伝
記
」
(
文
庫
「
地
誌
」
四
〇
)
に
、
「
同
年
(
延
宝
三
)
山
代

 
定
和
市
、
百
目
二
黒
三
石
を
道
石
六
趣
和
市
と
な
り
、
諸
役
石
割
二
成
」

 
と
あ
る
。

(
9
)
同
九
年
七
月
二
十
一
日
「
山
代
当
内
積
覚
」
(
益
田
家
文
書
一
七
1
こ

(
1
0
)
同
十
年
五
月
二
十
一
日
「
寛
文
九
年
分
漉
立
紙
代
銀
箭
書
画
付
立
」
(
益

 
田
家
文
書
一
七
-
一
)
。

(
1
1
)
同
十
年
五
月
二
十
八
日
「
寛
文
九
年
分
山
代
漉
立
紙
皆
済
付
立
」
(
益

 
田
家
文
書
一
七
-
一
)
。

(
1
2
)
寛
文
八
年
「
山
代
代
官
粟
屋
就
政
覚
」
(
益
田
家
文
書
一
八
-
三
)
、
こ

 
れ
を
「
山
代
覚
書
」
と
略
記
。

(
1
3
)
文
庫
「
政
理
」
七
一
。

(
1
4
)
正
徳
二
年
二
月
三
日
「
山
代
三
玉
茎
」
。

(
1
5
)
寛
保
三
年
「
山
代
代
官
木
梨
弥
右
衛
門
書
出
」
。

(
1
6
)
延
宝
六
年
九
月
二
十
日
「
大
坂
留
主
居
小
方
三
郎
左
衛
門
書
状
」
(
文

 
庫
「
遠
用
物
近
世
前
期
」
二
三
三
入
)
。

(
1
7
)
元
禄
二
年
十
二
月
三
日
「
紙
包
直
付
而
吉
賀
伊
兵
衛
御
国
江
被
下
下
御

 
用
之
一
巻
」
(
文
庫
「
乱
立
類
」
二
の
「
御
用
状
控
」
)
。

(
1
8
)
「
製
紙
録
」
の
元
禄
十
四
年
二
月
十
三
日
「
山
代
三
老
覚
」
。

(
1
9
)
「
製
紙
録
」
の
元
禄
十
三
年
八
月
十
二
日
「
山
代
三
老
覚
」
。

(
2
0
)
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
四
〇
～
四
三
頁
所
載
「
山
代
諸
物

 
日
記
」
。

(
2
1
)
寛
保
三
年
七
月
「
山
代
代
官
木
梨
弥
右
衛
門
書
出
」
(
「
製
紙
録
」
)
で

 
も
、
「
山
代
田
畠
石
盛
之
儀
茂
余
郡
与
違
、
土
地
不
相
応
見
高
石
二
御
座
候
、

 
ケ
様
之
儀
毒
兎
角
ハ
楮
方
之
徳
用
を
見
込
、
石
盛
相
成
た
る
と
相
見
申
候
」

 
と
、
紙
を
多
く
収
納
す
る
た
め
に
わ
ざ
と
田
畠
の
石
盛
が
高
く
し
て
あ
る

 
と
言
っ
て
い
る
。

(
2
2
)
御
薗
生
前
証
書
四
四
～
四
七
頁
所
載
「
山
代
諸
覚
日
記
」
。

(
2
3
)
「
製
紙
録
」
の
宝
永
六
年
九
月
二
十
三
日
「
山
代
三
老
舌
」
。

(
2
4
)
文
庫
「
地
誌
」
四
〇
。

(
2
5
)
拙
稿
「
萩
藩
中
期
藩
財
政
研
究
序
説
」
(
『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
五
号
、

 
二
〇
〇
九
年
)
。

(
2
6
)
坂
家
文
書
「
遺
塵
抄
」
。

(
2
7
)
「
製
紙
録
」
の
宝
暦
十
年
三
月
「
都
野
正
兵
衛
伝
書
」
。

(
2
8
)
「
製
紙
録
」
の
寛
保
三
年
七
月
「
楮
石
一
件
寛
保
年
御
代
官
役
木
梨
弥

 
右
衛
門
書
出
」
。

(
2
9
)
文
庫
「
諸
省
」
八
五
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
五



四
六

(
3
0
)
「
縣
令
伝
記
」
。

(
3
1
)
延
享
二
年
「
従
御
家
来
中
半
知
御
馳
走
被
召
上
候
控
」

 
四
五
)

(
3
2
)
「
役
人
帳
」
(
文
庫
「
諸
役
」
五
四
)
。

(
文
庫
「
政
理
」


